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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第144期連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期純損失を計上しているため、記載してお

りません。 

３ 第146期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

４ 第146期中から改正後の「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年１月31日 

企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18

年１月31日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

  

回次 第144期中 第145期中 第146期中 第144期 第145期 

会計期間 

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  ６月30日 

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日 

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日 

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  12月31日 

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日 

売上高 (百万円) 151,001 159,882 163,295 309,514 331,798

経常利益 (百万円) 4,762 4,432 2,508 8,271 8,514

中間(当期)純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 2,010 2,659 1,770 △4,723 5,473

純資産額 (百万円) 111,963 103,077 112,955 101,021 109,103

総資産額 (百万円) 231,659 234,692 249,418 235,405 249,303

１株当たり純資産額 (円) 389.52 365.40 388.05 356.90 384.60

１株当たり中間 
(当期)純利益又は 
当期純損失(△) 

(円) 6.96 9.43 6.24 △16.66 19.10

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 6.94 9.42 6.22 ― 19.05

自己資本比率 (％) 48.3 43.9 44.2 42.9 43.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,710 △9,584 △4,976 4,270 1,865

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 5,911 △1,908 △1,135 △10,059 △9,262

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,708 6,064 6,843 △1,553 △1,514

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 32,160 19,173 16,520 24,480 15,788

従業員数 (名) 5,588 6,062 6,070 5,721 6,024



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第144期事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期純損失を計上しているため、記載しておりま

せん。 

３ 第146期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

４ 第146期中から改正後の「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年１月31日 

企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18

年１月31日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

  

回次 第144期中 第145期中 第146期中 第144期 第145期 

会計期間 

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  ６月30日 

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日 

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日 

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  12月31日 

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日 

売上高 (百万円) 129,389 130,228 126,839 267,382 270,894

経常利益 (百万円) 4,387 4,418 3,339 5,295 6,453

中間(当期)純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 2,618 3,556 2,494 △5,428 4,657

資本金 (百万円) 34,433 34,433 34,433 34,433 34,433

発行済株式総数 (株) 313,515,346 313,515,346 313,515,346 313,515,346 313,515,346

純資産額 (百万円) 102,698 93,483 98,842 90,320 96,819

総資産額 (百万円) 210,103 209,698 220,036 212,420 217,016

１株当たり純資産額 (円) 357.29 331.39 348.04 319.15 341.38

１株当たり中間 
(当期)純利益又は 
当期純損失(△) 

(円) 9.07 12.61 8.79 △19.04 16.33

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 9.03 12.60 8.76 ― 16.28

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 4 4 5 8 9

自己資本比率 (％) 48.9 44.6 44.9 42.5 44.6

従業員数 (名) 2,493 2,527 2,592 2,467 2,502



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

シーコムス株式会社は、平成18年３月31日に清算結了しております。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年６月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の従業員の状況 

平成18年６月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社及び一部子会社では労働組合が組織されております。 

なお、労使関係は安定しており特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

家庭品事業 4,619 

薬品事業 474 

化学品事業 463 

その他の事業 304 

全社(共通) 210 

合計 6,070 

従業員数(名) 2,592 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、企業収益の改善や民間設備投資の増加、個人消費の緩やかな増加に支えら

れ、回復基調にありました。しかしながら、当社グループが主に事業を展開する国内日用消費財業界は、原油価格

の高止まりによる原材料価格の上昇や、市場競争による販売店での単価下落が依然として続き、厳しい事業環境に

ありました。 

このような環境の中、当社グループは、成長力強化を目指して平成16年末に取得した韓国生活化学品事業及び一

般用医薬品(大衆薬)新分野の早期育成、国内家庭品事業における収益力強化に向けた営業革新、家庭品事業の営

業・研究体制再編による高付加価値新製品の開発・育成、機能性食品分野への新規参入、アセアン地域での主力ブ

ランドの重点育成等の積極的な事業活動を行いました。 

国内では、家庭品、薬品、化学品事業の各市場において厳しい競争環境が続き、前年同期の売上高を下回りまし

た。一方、海外では、アセアン地域の売上が好調に推移し、売上高は前年同期を大幅に上回りました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の連結業績は、売上高1,632億９千５百万円(前年同期比2.1％増)、営業利益13

億４千３百万円(同57.8％減)、経常利益25億８百万円(同43.4％減)となりました。また、中間純利益は、東京工場

の閉鎖損失や早期退職制度関連費用等の構造改革費用等を特別損失に計上しましたが、特別利益として、固定資産

の売却益等を計上したため17億７千万円(同33.4％減)となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、当中間連結会計期間より、従来配賦不能営業費用としてきた管理部門に係わる費用を各セグメントに負担

させる方法に変更しております。 

① 家庭品事業 

当事業の売上高は、1,142億８千２百万円(前年同期比1.9％増)となりました。 

当社は、差別優位性のある新製品の投入や広告宣伝の重点化により主力ブランドの育成に努めるとともに、新

規分野の開拓を積極的に進めましたが、厳しい競争環境の中で、国内の売上は伸びなやみました。 

海外は、タイで主力ブランドを積極的に育成するとともに、韓国で新製品を投入し、売上は好調に推移しまし

た。 

営業利益は、製造原価、物流費の低減等に積極的に取り組みましたが、原油価格の高止まりによる原材料価格

の上昇や国内売上高減少等の影響を受け、５千８百万円の営業損失(前年中間連結会計期間は42億１千６百万円の

営業利益)となりました。 

  



(オーラルケア事業分野) 

歯磨発売110周年を迎えた当事業分野では、毎日のオーラルケアが消費者の全身健康と質の高い生活につながる

よう、新オーラルケア習慣の提案を積極的に行いました。また、オーラルケア№１メーカーとしての地位をより

強固なものにするため、主力ブランドの100億円及び№１ブランドへの育成に向けて、「クリニカ」「デンターシ

ステマ」「ビトイーン」で積極的な新製品の投入や広告宣伝を実施しました。 

歯磨は、歯垢の付着を抑制する効果を高めるとともに、新香味を品揃えした「PCクリニカ」の売上が好調に推

移しました。また、「ムシ歯リスクをケアするクリニカ」で販売促進活動を強化し、歯磨全体の売上は前年同期

を上回りました。 

歯刷子は、新デザインの「ビトイーン」や歯垢の除去効果に優れた「クリニカハブラシ」が消費者に好評で、

売上は堅調に推移しました。 

口中剤は、すすぐだけでムシ歯と口臭の予防ができる新製品「クリニカデンタルリンス クイックケア」が好評

を得て、前年同期の売上を大幅に上回りました。 

歯科材料は、歯刷子「DENT.EXシステマ」がご愛顧を得る中、キャラクター入り歯刷子「DENT.EX Kodomo 

Disney」を新発売し、売上は堅調に推移しました。 

海外は、タイで「システマ」歯磨、歯刷子が好調に推移する中、韓国で歯周病予防の新ブランド「デントラ

ラ」歯磨、歯刷子を発売し、売上は前年同期を大幅に上回りました。 

以上の結果、当事業分野の売上高は、253億１百万円(前年同期比9.4％増)となりました。 

  

(ビューティケア事業分野) 

当事業分野では、今後の成長が期待できるハンドソープ、制汗剤、育毛剤の重点育成に取り組みました。 

ハンドソープは、「キレイキレイ薬用ハンドソープ」を改良発売し、前年同期の売上を大幅に上回りました。 

制汗剤は、肌の湿気の吸収効果が高い「バンパウダースプレー」を新発売しましたが、競争激化の影響を受

け、売上は伸びなやみました。 

育毛剤は、有効成分の頭皮への浸透性を高めた「薬用毛髪力イノベートEX」を新発売し、前年同期の売上を大

幅に上回りました。 

シャンプー・リンスは、競争が激化する中、主力ブランドの「植物物語ハーブブレンドシャンプー＆コンディ

ショナー」「ソフトインワンシャンプー」が伸びなやみ、前年同期の売上を下回りました。 

ボディソープは、「植物物語ハーブブレンドボディソープ」が厳しい競争環境の中で伸びなやみ、前年同期の

売上を下回りました。 

海外は、タイと台湾で「植物物語」シリーズが好調に推移しましたが、韓国が厳しい競争環境の中で伸びなや

み、売上は横ばいで推移しました。 

以上の結果、当事業分野の売上高は、172億９千万円(前年同期比12.6％減)となりました。 

  



(ハウスホールド事業分野) 

当事業分野では成長力の強化に向けて、発売50年目を迎えた洗濯用洗剤「トップ」の育成、市場成長性の高い

洗濯用液体洗剤での積極展開を進めるとともに、住居用洗剤で新しいコンセプトの製品による市場開拓に努めま

した。また、前年に引き続き、洗濯用洗剤や柔軟剤において販売促進費の効率化を進め、事業基盤の強化に取り

組みました。 

洗濯用洗剤では、優れた洗浄力を持った植物原料の「トップ」、ドロ・黒ずみ汚れをしっかり落とす液体「リ

キッドトップ」を新発売しました。販売店への早期配荷、店頭での商品アピールを徹底するとともに、広告宣伝

を積極的に展開し、育成に努めました。これらの結果、洗濯用洗剤全体の売上は前年同期を上回りました。 

柔軟剤は、主力の「香りとデオドラントのソフラン」の育成に努めましたが、単価下落が続く厳しい市場環境

の中で、前年同期の売上を下回りました。 

台所用洗剤は、食器洗い機専用洗剤市場が拡大する中、食器のくすみ汚れまで落とす「チャーミークリスタ食

器洗い機用ジェル」を新発売するとともに、「チャーミーVクイック」を改良発売しましたが、厳しい競争環境の

中で売上は横ばいで推移しました。 

住居用洗剤は、“台所、浴室、トイレの汚れや臭いを予防する”という新しいコンセプトの「ルックきれいの

ミスト」シリーズが消費者の高い支持を得て、前年同期の売上を大幅に上回りました。 

海外は、タイで洗濯用洗剤「パオ」、柔軟剤「エッセンス」が好調に推移し、売上は前年同期を大幅に上回り

ました。 

以上の結果、当事業分野の売上高は、716億９千万円(前年同期比3.5％増)となりました。 

  

② 薬品事業 

当事業の売上高は、236億３千６百万円(前年同期比5.8％減)となりました。 

当事業では、総合大衆薬メーカーへの成長に向けて研究・開発力の強化を進めるとともに、流通における家庭

品事業とのシナジー効果の追求に取り組んでおります。 

大衆薬市場は、鎮痛解熱剤、花粉関連商品、栄養ドリンク剤、殺虫剤等の市場が縮小し、厳しい市場環境にあ

りました。 

このような環境の中、当事業は、機能性食品分野への参入や殺虫剤の製品拡充、家庭品流通への販路拡大等の

成長戦略を積極的に推進しましたが、売上は伸びなやみました。 

営業利益は、製造原価の低減、物流拠点の集約や競争費用の効率化等を推進し、15億５千３百万円(同22.9％

増)となりました。 

  

［主要製品分野の状況］ 

鎮痛解熱剤は、「バファリンA」の広告宣伝を積極的に投下するなど販売促進活動に努めましたが、市場縮小の

影響を受け前年同期の売上を下回りました。 

アイケア剤は、目薬「スマイル40EX」が好調に推移し、前年同期の売上を大幅に上回りました。 

ビタミン含有保健薬は、「グロンサン強力内服薬」を改良発売するとともに、「新グロモント」の店頭プロモ

ーション強化に努めましたが、市場縮小の影響を受け、全体の売上は前年同期を下回りました。 



殺虫剤は、「バルサン」シリーズで主力のくん煙剤「バルサン ダニ」の改良発売に加え、置くだけで虫を寄せ

付けない「バルサン 虫よけキューブ」など新製品７品を品揃えし、前年同期の売上を大幅に上回りました。 

外皮用剤は、吹き出物・ニキビ治療薬「ペアアクネ クリームW」等を新発売し、前年同期の売上を大幅に上回

りました。 

新規参入分野では、トマト酢とGABAを配合した快適生活サポート飲料「グッスミン」、フラバンジェノールと

コラーゲンを配合した美容サポート飲料「キュプルン」の売上が計画を大幅に上回って好調に推移しました。 

  

③ 化学品事業 

当事業の売上高は、160億７千４百万円(前年同期比6.1％減)となりました。 

IT関連製品の需要に回復傾向が見られる中、当社は、導電性コンパウンドや工業用洗浄剤等の高付加価値製品

の重点育成を進めましたが、脂肪酸メチルエステル等の売上が減少し、全体の売上高は前年同期を下回りまし

た。 

営業利益は、生産拠点の海外への移転や製造工程の合理化等のコストダウン施策を推進しましたが、原油価格

の高止まりによる原料価格の上昇の影響等により、１億２千３百万円の営業損失(前年中間連結会計期間は７億８

千６百万円の営業利益)となりました。 

  

［主要製品分野の状況］ 

界面活性剤は、非イオン界面活性剤の国内向けが厳しい競争環境の中で伸びなやみましたが、海外向けが住居

用洗剤原料として好調に推移し、全体の売上は堅調に推移しました。 

工業用洗浄剤は、液晶パネル製造時に使用する洗浄剤の国内需要が回復し、前年同期の売上をかなり上回りま

した。 

脂肪酸メチルエステルは、高純度の製品特性がユーザーの高い評価を得ているものの、国内外で在庫調整の影

響を受け、前年同期の売上を下回りました。 

導電性コンパウンドは、海外向けが新規市場の開拓により好調に推移しましたが、国内向けは厳しい競争環境

が続き、全体として売上は横ばいで推移しました。 

  

④ その他の事業 

当事業の売上高は、建設請負事業の完成工事高が増加したことなどにより、93億１百万円(前年同期比69.8％

増)となりましたが、損益は競争環境の激化により、８千３百万円の営業損失(前年中間連結会計期間は１億４千

３百万円の営業利益)となりました。 

  



所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(日本) 

家庭品事業において、新製品の投入や広告宣伝の重点化により主力ブランドの育成に努めるとともに、新規分野

の開拓を進めましたが、厳しい競争環境の中での国内売上の伸びなやみ、また薬品事業における大衆薬市場の縮小

等により、売上高(セグメント間の内部売上高を含む)は1,428億５百万円(前年同期比0.1％増)となりました。 

製造原価や物流費の低減等のトータルコストダウンや競争費用の効率化等を推進しましたが、原油価格の高止ま

りによる原材料価格の上昇等の影響により、営業利益は11億４百万円(同61.7％減)となりました。 

  

(アジア) 

泰国獅王企業有限公司(タイ)において主力ブランドが好調に推移したこと、及びCJライオン㈱(韓国)における新

製品の投入により、売上高(セグメント間の内部売上高を含む)は224億７千２百万円(同19.3％増)となりました。 

営業利益は、CJライオン㈱などで新製品や主力ブランドを育成するための広告宣伝費を積極的に投下したこと等

により、９千５百万円(同45.2％減)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、仕入債務の減少等により営業活動

による資金の減少はありましたが、有形固定資産の売却による収入、財務活動による資金の増加で、前連結会計年

度末に比べ７億３千１百万円の資金の増加となり、165億２千万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益、売上債権の減少、減価償却費等による資金の

増加がありましたが、仕入債務の減少、退職給付引当金の減少等による資金の減少の結果、49億７千６百万円の資

金の減少(前年中間連結会計期間は95億８千４百万円の資金の減少)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入がありましたが、有形固定資産の取得に

よる支出、投資有価証券の取得による支出等により、11億３千５百万円の資金の減少(前年中間連結会計期間は19億

８百万円の資金の減少)となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出、配当金の支払等による資金の減少、コマ

ーシャルペーパー発行による収入等の資金の増加の結果、68億４千３百万円の資金の増加(前年中間連結会計期間は

60億６千４百万円の資金の増加)となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

  

(注) 金額は生産者販売価格で算出しており、消費税等は含んでおりません。 

  

(2) 受注状況 

受注生産は行っておりません。 

  

(3) 販売実績 
  

(注) １ セグメント間の内部取引については、相殺消去しております。 

２ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割

合は次のとおりであります。 

  

(注) 前中間連結会計期間の㈱パルタックに対する販売実績については、総販売実績に対する割合が10％未満のため記

載を省略しております。 

３ 金額は消費税等を含んでおりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

金額(百万円) 前年同期比(％) 

家庭品事業 98,628 0.4 

薬品事業 4,401 50.9 

化学品事業 8,253 5.5 

その他の事業 2,553 0.1 

計 113,837 2.1 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

金額(百万円) 前年同期比(％) 

家庭品事業 114,282 1.9 

薬品事業 23,636 △5.8 

化学品事業 16,074 △6.1 

その他の事業 9,301 69.8 

計 163,295 2.1 

相手先 

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 

㈱あらた 23,611 14.8 24,359 14.9 

㈱パルタック ― ― 17,608 10.8 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当グループ(当社及び当社の連結子会社)が対処すべき課題について、重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当グループは、人々の美と健康の維持増進や快適な家庭生活など、暮らしの夢・暮らしの願いを先取りした製品、

違いが実感出来る製品の開発に注力しております。一人ひとりの生活に役立つパーソナル・ケアの考え方を基本に、

革新的技術に基づくブランド価値の向上を第一に心がけております。また、環境保全、省資源、安全志向など人と地

球にやさしい技術の開発に努めております。 

当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は、38億７千４百万円であります。 

各事業セグメントの研究開発活動は下記のとおりです。 

  

(1) 家庭品事業 

 [日本国内] 

家庭品事業では、オーラルケア、ビューティケア、ハウスホールドの３つの事業分野、また、ハウスホールド事

業分野は、ファブリックケア、リビングケアの事業分野に分け、オーラルケア研究所、ビューティケア研究所、フ

ァブリックケア研究所、リビングケア研究所が研究開発を行っています。 

  

① オーラルケア事業分野では、口腔科学を中心とする研究成果を活かして、歯磨、歯刷子、口中剤などの製品開

発を行なっています。 

  当中間連結会計期間は、歯磨発売110周年を迎え、これを機に、毎日のオーラルケアが皆様の全身健康、そして

高い生活の質の向上に繋がる新オーラルケア習慣を提案する製品展開を行なってまいりました。歯磨分野では、

新処方で、歯面へのプラーク付着抑制効果を向上させた「PCクリニカ」、さらにさわやかで甘みを抑えた「フレ

ッシュミントの香味」を追加し、好評をいただいております。 

  洗口剤分野では、忙しくて歯磨きできないときの新習慣を提案する、酵素デキストラナーゼの働きで、すすぐ

だけのムシ歯予防＋口臭予防の「クリニカデンタルリンス クイックケア」を発売いたしました。また、おやすみ

前のナイトケア習慣を提案する長時間効果で就寝中もムシ歯を予防する「ムシ歯リスクをケアするクリニカデン

タルリンスナイトタイムケア」も合わせて改良いたしました。 

  その他製品としては、独自の超高強度ワイヤーを採用して歯間の挿入性と耐久性に優れた歯間ブラシとして好

評を得ております「デンターシステマ 歯間用デンタルブラシ」にSサイズを追加し、ラインナップを充実させま

した。 

  また、歯科医院向け製品では、ディズニーキャラクター採用の子供用ハブラシ「EX kodomo Disney」を新発売

する一方、輸出用ブランド「DENT.LION」のハブラシ、歯間ブラシの販売を韓国において本格的に開始しました。

  

② ビューティケア事業分野では、毛髪科学を中心とする研究成果を活かして、シャンプー、リンス、ヘアメイク

剤、育毛剤などのヘアケア製品の開発、及び皮膚科学を中心とする研究成果を活かして、ハンドソープ、ボディ

ソープ、化粧石鹸、制汗剤などのスキンケア製品の開発を行っています。 

  ビューティケア事業分野の当中間連結会計期間の主な研究成果は次のとおりです。 

  今年で発売10年目を迎える「キレイキレイ」ブランドからは気持ちよく手洗いできる天然エッセンシャルオイ



ルを配合し、使いやすさにこだわった新容器を採用した改良ハンドソープを発売いたしました。また、つめかえ用

大型サイズも発売し、キレイキレイブランドが持つ「楽しさ」、「家族の清潔習慣」が広く受け入れられ、好調

に推移しております。 

  また、制汗剤分野の「バン」ブランドからは、汗をかいた時の“ムレ”や“濡れ”などの不快感の原因が「衣

服内の湿度」の上昇であることを検証し、当社粉体科学研究に基づき、「衣服内の湿度」をコントロールするナ

ノテク粉体「超多孔質シリカ」を開発し、この新技術を応用した「バンパウダースプレー」を発売いたしまし

た。大きな注目を浴び、ご高評を仰いでおります。 

  また、「フリー＆フリー ダメージエイド」ブランドからは、洗い流すタイプの浸透補修美容液である「フリー

＆フリー ダメージエイド スペシャルトリートメント」を発売いたしました。高濃度に配合したDGA(ジグルコシ

ル没食子酸)とセラミドLP(ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル,オクチルドデシル))がカラーリングなど

で痛んだ毛髪をしなやかで美しい髪に内外から補修いたします。 

  また、タンパク質レベルで育毛を科学する「薬用毛髪力イノベート」ブランドからは、有効成分の浸透性を高

める新成分「α-ヒドロキシ酸誘導体」と頭皮柔軟成分「ポリエチレングリコール」を配合した「薬用毛髪力イノ

ベートEX」を発売し、好評を博しております。 

  

③ ハウスホールド事業分野のファブリックケア事業分野では、界面科学を中心とする研究成果を活かして、衣料

用洗剤及び仕上げ剤、台所用洗剤、住居用洗剤、調理用品などの製品開発を行っています。 

  衣料用粉末洗剤分野では、洗浄力と環境への配慮を両立させるため、パームヤシから作られる植物原料の洗浄

成分「MES」の配合比率を高め、植物原料比率を洗浄成分の約３／４にまで高めることに成功いたしました。植物

原料は石油原料と異なり再生産可能な循環型資源であり、また、植物は空気中の二酸化炭素CO2を吸収して成長す

るため、これを消費しても、空気中のCO2濃度に影響を与えないカーボンニュートラルな原料です。この配合比率

を高めることで、温暖化ガスの１つであるCO2の増加抑制に貢献できる環境に配慮した製品に改良いたしました。

その結果、洗濯１回当たりのCO2排出量は1990年に発売した「ハイトップ」と比較して47％低減しております(LCA

結果 みずほ総研調べ)。高い洗浄効果を持つ「MES」と当社独自の「３つの酵素」の組合せ効果であらゆる汚れに

高い洗浄力を発揮すると共に、冬場の冷たい水に対する溶解性も大幅に改良し、大きく生まれ変わった「トッ

プ」を発売いたしました。同時に「ブルーダイヤ」「部屋干しトップ」も洗浄力と環境に配慮した製品に改良し

発売いたしました。 

  また、衣料用液体洗剤分野では、３つの洗浄成分(浸透成分・金属封鎖剤・分散剤)の相乗効果で手ごわい汚れ

の一つであるドロ・黒ずみ汚れを強力に落とすことができる「リキッドトップ」を新発売し、売り上げ増に貢献

いたしました。 

  リビングケア事業分野では、界面科学を中心とする研究成果を活かして、台所用洗剤、住居用洗剤、調理用品

などの製品開発を行っています。 

  リビングケア事業分野の当中間連結会計期間の主な成果は、次のとおりです。 

  台所用洗剤分野では、「くすみ除去成分MAC」を配合し、こびりつきやくすみを原因(カルシウム)から落とし、

食器やグラスの輝きを引き出す日本初のジェルタイプ食器洗い機専用洗剤「チャーミークリスタ」を新発売しま

した。 

  住居用洗剤分野では、昨年エリア限定発売でご好評を得ております、銀イオン配合により、浴室汚れで気にな

る“ピンクヌメリ”の発生を抑える清潔キープ剤「ルックきれいのミスト浴室用」と、トイレの「尿ハネ」によ

る“不快なニオイ”の発生を抑える「ルックきれいのミスト トイレ用」に、シンクや排水口周辺の“不快なニオ

イやヌメリ”を防ぐ「ルックきれいのミスト キッチン用」を新たにシリーズに加え、全国新発売し、売り上げ増

に貢献いたしました。また、便器のふちウラのガンコな汚れまでスッキリ落とす「トイレのルック」に、手で切

れてつめかえやすいパウチタイプの「つめかえ用」を新発売し、シェア拡大に成功いたしました。 



  調理用品分野では、長くご好評を頂いております「リード クッキングペーパー」に、従来の使用方法に加え、

電子レンジを使ったヘルシーな料理や、野菜・肉・魚の鮮度保持のための新しい使い方を具体的にパッケージ表

示し、調理用高付加価値ペーパータオルとしてデザインをリフレッシュ、改良発売しました。 

  

④ ペット事業では、「ペットキレイ」(以下略称PK)、「うちの子想い」(以下略称UO)の２ブランドで、当社技術

の強みを生かした新製品の開発・導入に努めております。当中間連結会計期間には、23品目48アイテムの新製

品・改良製品を発売、ペット事業の強化に寄与しました。 

  猫砂分野では、お客様ニーズの高い「粉立ち防止」機能を付与して改良した、新しい「PK ニオイをとる砂」

と、銅の消臭・抗菌力でパワフルに脱臭する「PK 紙でニオイをとる砂」を市場導入いたしました。 

  ヘアケア分野では、ご好評を頂いております「PK のみとりリンスインシャンプー」など液体タイプと、「PK 

水のいらないリンスインシャンプー」など水のいらないタイプ、さらに「PK 水のいらないシャンプータオル」な

どタオルタイプと、ほとんどすべての商品でパッケージデザインを一新し、あわせてライン拡大を実施いたしま

した。 

  リビングケア分野では、スプレーしてブラッシングするだけで、抜け毛がしっかり取れて、ニオイもすっきり

する「PK ケトリーナ」と、「PK シュシュット！消臭＆除菌」スプレーのライン拡大品「ヒノキの香り」を新発

売いたしました。 

  オーラルケア分野では、歯が弱ってきた高齢犬にも最適なオーラルケアガム「UO ペットキッス 山切りガム」

２品を新発売し、ご好評をいただいております。 

  機能性フードでは、燃焼サポート成分L-カルニチンを新配合した「UO おやつは０脂ボー」、お腹がデリケート

なワンちゃんに最適な「UO お腹快ちょうクッキー」とレトルトパウチタイプの「UO お腹快ちょう造り」、さら

にドライフードと混ぜて老化防止をサポートするおいしいサプリメントフード「UO まぜたら生き生きゼリー」を

新発売いたしました。 

  またケア用品として、天然由来成分で、さすだけで簡単に耳のケアができる「UO 耳スッキリクリーナー」を新

発売いたしました。 

  

⑤ 居酒屋、レストラン、集団給食(社員食堂)など飲食業向けの業務用食器洗浄機用洗浄剤、弁当、惣菜などの中

食向け洗浄剤、食品加工機用洗浄剤、食品(材)運搬用プラスチック容器用洗浄剤の開発、これらお客様へのサー

ビス及び顧客の食の安心・安全をサポートする衛生診断をはじめとする総合衛生管理ビジネスを、ライオンハイ

ジーン株式会社 開発企画部 商品研究所が主体に行っております。当中間連結会計期間の研究開発活動での主な

成果は次のとおりです。 

  業務用食器洗浄機用洗浄剤では、非劇物で、無リンの固形洗浄剤『マイスターCH』など３品を開発、上市しま

した。 

  手洗い用食器洗浄剤用途では、水切れ性が顕著に優れる肌マイルド４倍濃縮中性液体洗浄剤『セルシア速乾マ

イルド』を開発、上市しました。 

  食品加工向けでは、カット野菜洗浄機用『次亜焼けクリーナー』、『ゆで釜クリーナー』、他１品を開発、上

市しました。 

  また、居酒屋チェーン店32件、食品加工工場13件で、お客さまへ衛生診断と改善提案を行い、お客様の食の安

全・安心をバックアップし、洗浄・除菌剤の拡売に貢献できました。 

  

 [海外] 

アジアを中心とする海外事業におきましては、日本の研究所が現地の企画部門・研究部門と連携をとりながら、

当社の技術を活用し、各国のお客様のニーズに合致した製品開発を進めております。 



当中間連結会計期間は、中国での「ザクト」・「特効」歯磨やインドネシアの「ジンク」シャンプー、「エメロ

ン」ローションなど既存ブランドの改良発売による強化に加え、新たな事業拡大に繋がる製品を積極的に投入いた

しました。 

前中間連結会計期間に開始いたしました韓国事業におきましては、歯磨、歯ブラシの新ブランド「デントララ」

を上市し、韓国のオーラルケア市場に本格参入いたしました。 

また、タイでは「システマ」ブランドで従来の歯磨、歯ブラシに加えて新たに洗口剤を発売し、ブランドのライ

ン拡充を図りました。 

マレーシア・シンガポール・香港で展開しております衣料用洗剤「トップ」に関しましては、高い性能をご評価

いただき、順調に売り上げを伸ばしております。今期はマレーシアで液体タイプを、シンガポールで除菌タイプ

を、香港で柔軟付与タイプを新たに発売し、シリーズの拡大を積極的に進めました。 

  

当事業に関わる研究開発費は、29億円であります。 

  

(2) 薬品事業 

薬品事業は、薬品第１研究所と薬品第２研究所の２つの研究所が製品開発を行っています。薬品第１研究所は

人々の健康な生活へ貢献をテーマに、口腔内速崩壊錠(ファストメルト)や防腐剤フリー点眼剤などの製剤技術、肝

臓に作用する「グルクロノラクトン」や胃粘膜を保護する「スクラルファート」などの有効成分を活用した一般用

医薬品と独自の社内シーズを活用した機能性食品などの研究開発を行なっております。また、薬品第２研究所は

人々の快適な生活環境への貢献をテーマに、効果が高く安全で環境に優しい殺虫・防虫剤の研究開発を行なってお

ります。 

当中間連結会計期間では、「独自技術の活用による新規事業への積極参入」をキーワードとして、機能性食品分

野への参入と殺虫剤のフルライン化を目指して新製品・新技術の研究開発に取り組みました。具体的な成果として

は、当社初の機能性食品として「健美創研 グッスミン」、「健美創研 キュプルン」及び「グロンサン トマトの赤

酢ドリンク」を６月に発売し、好評を得ております。既存事業分野においても積極的に製品開発を行ない、ビタミ

ン保健薬の分野では「グロンサンゴールド錠」を、外用剤分野では「ハリックス55EX」を３月に、「ペアアクネク

リームW」を６月にそれぞれ発売しました。 

また、殺虫剤分野では殺虫剤のフルライン化の第一弾として「バルサン虫よけキューブ」、「バルサンダニ駆除

フォーム」、「バルサンダニ駆除パック」、「バルサンハウスダストダニクリア」、「バルサンアリの巣退治」、

「バルサンゴキブリめちゃとれ」及び「バルサンいやーな虫直撃ジェット」を虫のシーズンに先駆けて３月に発売

し、フルライン化による事業拡大の第一歩を踏み出しました。 

  

当事業に関わる研究開発費は、３億４千９百万円であります。 

  

(3) 化学品事業 

化学品事業では、化学品研究所を中心としてオレオケミカル製品、界面活性剤及びパフォーマンス製品の研究開

発を行っております。 

当中間連結会計期間では、「EPOC」(Ecology Performance & Oleo Chemicals)をキーワードとして、環境ニーズ

に応えるパフォーマンス製品やオレオケミカル製品の開発に重点をおきました。 

パフォーマンス製品では、紙分野の新製品として高級ティッシュ用ローション剤「エコケアYSシリーズ」を開発

しました。花粉症や風邪の際に使用する、肌に優しい高級ティシュの需要が急増しています。当社独自の天然素材

を配合したローション剤が大手製紙会社に採用となりました。 

また、半導体や太陽電池に用いられるシリコンウェハーの製造には、シリコンをスライス・研磨する工程があり



ます。その際に発生する汚れ(研磨用の砥石、冷却用の油、シリコン自体の粉)を除去する必要があり、今までは

溶剤系の洗浄剤が使われてきました。当社はマイクロエマルション洗浄技術を駆使して、環境に優しい水系の洗浄

剤を開発し、シリコン加工メーカーへの販売を開始しました。 

オレオケミカル製品では、植物油(パーム椰子)を由来とした変圧器用電気絶縁油を大手電力機器メーカーの日本

AEパワーシステムズと共同で開発しています。絶縁油に使われている鉱油は、供給不安、価格高騰、地球環境への

配慮の点から代替材料が求められています。今期は石油学会及び電気学会において、当社が開発した絶縁油の冷却

性能、生分解性、耐久性など従来の鉱油に比べて優れた性能があることを発表しました。平成19年の発売に向け開

発を進めています。 

一方社油脂工業㈱研究所は、界面活性剤と高分子技術を広くファインケミカル製品の開発に展開しております。

当中間連結会計期間の主な活動として、ポリマー分野でIT関連部材向け粘着剤、高分子紫外線吸収剤、ゴム薬剤分

野でタイヤゴム用防着剤、化成品分野で木質家具建材用ホルマリンキャッチャー剤、繊維分野で耐久性帯電防止剤

などの製品を開発いたしました。 

  

当事業に関わる研究開発費は、６億１百万円であります。 

  

(4) その他の事業 

その他の事業では、マコーミックブランド製品の差別化・高品質香味を目的にスパイス、ドレッシングを中心と

した各種調味料類の開発を行っております。スパイス分野では、世界的に事業を展開しているマコーミックグルー

プとの技術交流を深め、オランダマコーミック社より新たにプラスチック容器入りスパイスシリーズの輸入販売を

開始しました。またチューブ入り練りスパイスには「練り梅」「粒マスタード」を追加発売し製品群の拡充を図っ

ております。ドレッシング分野では「和風ゆずの香ドレッシング」、サラダトッピングシリーズに「チーズスプリ

ンクル」「ミックスフルーツ」を追加発売しました。また「アメリカンケイジャンソース」「メキシカンチリソー

ス」を追加発売し、市場拡大が期待されるエスニックソースの商品強化を目指しております。 

  

当事業に関わる研究開発費は、２千２百万円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、生産体制の合理化、効率化により、主力家庭品事業における製品原価の低減を行う

とともに、競争環境の変化や多様化する消費者ニーズに対し、より柔軟にかつ低コストで対応するため、当社東京工

場(前期末帳簿価額2,857百万円)の閉鎖を決定いたしました。 

これに伴い、1,530百万円の固定資産除却等による工場閉鎖損失を計上しております。 

現在、東京工場で生産しておりますボディソープ及びハンドソープは、連結子会社であるライオンケミカル株式会

社オレオケミカル事業所へ生産機能を移転し、シャンプー及びリンスを外部へ生産委託いたします。それに伴い、平

成18年10月末を目途に東京工場を閉鎖いたします。 

  



２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更ならびに重要な設備計画の完了はありません。 

  

(1) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は、次のとおりであります。 

  

(注) 金額には消費税等を含めておりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等は、次のとおりであります。 

  

(注) 金額には消費税等を含めておりません。 

  

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別 
セグメントの
名称 

設備の内容

投資予定額
資金調達
方法 

着手及び完了予定
年月 完成後の

増加能力総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了 

ライオンケミカ
ル株式会社 
オレオケミカル
事業所 

香川県 
坂出市 

家庭品事業 
家庭品製品
生産設備の 
新設 

2,380 ― 自己資金
平成18年 
５月 

平成19年 
１月 

提出会社
東京工場
からの移
転 の た
め、ほと
んど変動
なし 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別 
セグメントの
名称 

設備の内容
除却予定
帳簿価額 
(百万円) 

除却等の
予定年月日 

除却等による減少能力

提出会社 
東京工場 

東京都 
江戸川区 

家庭品事業 
家庭品製品
生産設備の 
除却 

1,200
平成18年
10月以降 

ライオンケミカル株式
会社オレオケミカル事
業所への移転のため、
ほとんど変動なし 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 1,200,000,000

計 1,200,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年６月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年９月13日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 313,515,346 313,515,346

東京証券取引所
(市場第１部) 
大阪証券取引所 
(市場第１部) 

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式 

計 313,515,346 313,515,346 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 旧商法(平成13年法律第128号)附則第６条の規定に基づく当社取締役及び当社従業員に対する新株引受権の状況

は、次のとおりであります。 

株主総会の特別決議日(平成14年３月28日) 

  

(注) 権利付与日以降、株式分割及び時価を下回る価額で新株式の発行が行われる場合は、次の算式により発行価額を調整し、調

整の結果生じる１円未満の端数を切り上げる。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 226,000 218,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 491 (注) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年３月１日から
平成20年２月29日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  491
資本組入額 246 

同左 

新株予約権の行使の条件 

当社の取締役または従業員の
地位を失った後も、権利行使
することができる。 
権利者が死亡した場合には、
相続人が権利行使をすること
ができる。 
その他、権利行使の条件は、
平成14年３月28日開催の当社
第141期定時株主総会及び平
成14年５月29日開催の当社取
締役会の決議に基づき、当社
と付与の対象者との間で締結
した付与契約に定めるところ
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡及び質入れは認め
ない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



② 旧商法(平成13年法律第128号)第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況は次のとおりであ

ります。 

株主総会の特別決議日(平成15年３月28日) 
  

(注) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

  ① 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法

等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部

を改正する法律」(平成13年法律第128号)附則第６条第１項の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

    なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

  
中間会計期間末現在
(平成18年６月30日現在) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日現在) 

新株予約権の数(個) 200 192 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 200,000 192,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 496 (注) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年３月１日から
平成20年２月29日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  496
資本組入額 248 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の第三者への
譲渡、質入れその他一切
の処分は認めないものと
する。 

② 新株予約権者が死亡した
場合、相続人が新株予約
権を承継し、これを行使
することができる。 
また、新株予約権者が当
社の取締役または従業員
のいずれの地位を有さな
くなった場合にも新株予
約権を行使することがで
きる。ただし、いずれの
場合も新株予約権割当契
約に定める条件により、
行使可能な新株予約権の
数及び行使可能期間等に
ついて制限がなされ、ま
たは新株予約権を当社に
返還すべきこととなるこ
とがある。 

③ 上記の他、各対象者から
当社への新株予約権返還
事由、新株予約権の行使
の制限その他に関して新
株予約権割当契約に定め
るものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
時価

既発行株式数＋新規発行株式数



  ② 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併合の比率に応じ

比例的に調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ③ 当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会

社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

  

株主総会の特別決議日(平成16年３月30日) 

  

(注) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

  ① 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法

等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部

を改正する法律」(平成13年法律第128号)附則第６条第１項の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  
中間会計期間末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 8,092 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 8,092,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 651 (注) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年４月１日から
平成21年３月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  651
資本組入額 326 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の第三者への
譲渡、質入れその他一切
の処分は認めないものと
する。 

② 新株予約権者が死亡した
場合、相続人が新株予約
権を承継し、これを行使
することができる。 
また、新株予約権者が当
社の取締役、監査役およ
び使用人ならびに子会社
の取締役のいずれの地位
をも有さなくなった場合
にも新株予約権を行使す
ることができる。ただ
し、いずれの場合も新株
予約権割当契約に定める
条件により、行使可能な
新株予約権の数及び行使
可能期間等について制限
がなされ、または新株予
約権を当社に返還すべき
こととなることがある。 

③ 上記の他、各対象者から
当社への新株予約権返還
事由、新株予約権の行使
の制限その他に関して新
株予約権割当契約に定め
るものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



  

    なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

  ② 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併合の比率に応じ

比例的に調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ③ 当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会

社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

  

株主総会の特別決議日(平成17年３月30日) 

  

(注) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

  
中間会計期間末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 628 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 628,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 635(注) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  635
資本組入額 318 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の第三者への
譲渡、質入れその他一切
の処分は認めないものと
する。 

② 新株予約権者が死亡した
場合、相続人が新株予約
権を承継し、これを行使
することができる。 
また、新株予約権者が当
社の使用人の地位をも有
さなくなった場合にも新
株予約権を行使すること
ができる。ただし、いず
れの場合も新株予約権割
当契約に定める条件によ
り、行使可能な新株予約
権の数及び行使可能期間
等について制限がなさ
れ、または新株予約権を
当社に返還すべきことと
なることがある。 

③ 上記の他、各対象者から
当社への新株予約権返還
事由、新株予約権の行使
の制限その他に関して新
株予約権割当契約に定め
るものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



  ① 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法

等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部

を改正する法律」(平成13年法律第128号)附則第６条第１項の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

    なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

  ② 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併合の比率に応じ

比例的に調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ③ 当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会

社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

  

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
時価

既発行株式数＋新規発行株式数



株主総会の特別決議日(平成18年３月30日) 

  

(注) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

  ① 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法

等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部

を改正する法律」(平成13年法律第128号)附則第６条第１項の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

    なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

  ② 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併合の比率に応じ

比例的に調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  
中間会計期間末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 950 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 950,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 790(注) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  790
資本組入額 395 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の第三者への
譲渡、質入れその他一切
の処分は認めないものと
する。 

② 新株予約権者が死亡した
場合、相続人が新株予約
権を承継し、これを行使
することができる。 
また、新株予約権者が当
社の使用人の地位をも有
さなくなった場合にも新
株予約権を行使すること
ができる。ただし、いず
れの場合も新株予約権割
当契約に定める条件によ
り、行使可能な新株予約
権の数及び行使可能期間
等について制限がなさ
れ、または新株予約権を
当社に返還すべきことと
なることがある。 

③ 上記の他、各対象者から
当社への新株予約権返還
事由、新株予約権の行使
の制限その他に関して新
株予約権割当契約に定め
るものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
時価

既発行株式数＋新規発行株式数



  ③ 当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会

社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

  

株主総会の特別決議日(平成18年３月30日) 

  

(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併

または会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 

なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

２ ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当りの

払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  
中間会計期間末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 129,753 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 129,753(注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 

平成18年４月１日から平成48
年３月31日までの期間内で、
当社取締役会において決定す
る。 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1
資本組入額 1 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の
取締役、監査役及び執行
役員に就任後１年を経過
(死亡退任のときを除
く。)し、そのいずれの
地位も喪失した日(執行
役員については、その地
位を喪失した日または従
業員退職日のいずれかの
遅い日とする。)の翌日
から10日を経過する日ま
での期間に限り、新株予
約権を行使できるものと
する。 

② 新株予約権１個当りの一
部行使はできないものと
する。 

③ この他の新株予約権の行
使条件は、株主総会決議
および取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権
の割当を受けた者との間
で締結する新株予約権割
当契約に定めるところに
よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または

会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

  

株主総会の特別決議日(平成18年３月30日) 

信託型ライツプラン導入の為の新株予約権の発行 

 当社は旧商法(平成13年法律第128号)第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の企業価値の向上に

反する買収に対する事前防衛策として、新株予約権と信託の仕組みを利用した信託型ライツプランを導入する

ことを平成18年３月30日開催の定時株主総会にて可決しました。 

  

 信託型ライツプランの概要は下記のとおりであります。 

① 信託型ライツプランの導入 

 当社は、当社を委託者とし三菱UFJ信託銀行株式会社(以下共同受託者である日本マスタートラスト信託

銀行株式会社とあわせて「信託銀行」という。)を受託者とする金銭信託以外の金銭の信託契約を締結し、

信託を設定しました。 

 当社は信託の受託としての信託銀行に対して、取締役会決議を経て新株予約権を無償で発行し、信託銀

行は、信託契約において定められた信託事務の履行として、新株予約権を引受け、その後当該新株予約権

を信託財産として受益者のために管理します。将来買収者が出現した場合には、信託銀行は、一定の手続

きに従って確定される新株予約権の交付を受けるべき受益者に対して、法令等によって要求される所定の

手続を経たうえで、新株予約権を交付することになります。 

② 新株予約権の交付・行使 

 当社に対する買収提案がなされた場合、当社社外取締役、社外監査役の中から当社取締役会により選任

された委員で構成された企業統治委員会が、信託型ライツプランに関して、権利発動事由(新株予約権の行

使の条件欄で後述してあります。)発生時点の延期に関する決定、買収を提案する者を敵対的買収者として

の性質を有しないものとして権利を発動させない旨の決定、権利発動事由発生後の行使条件充足の是非、

新株予約権の消却等について、新株予約権細則(新株予約権の行使の条件欄で後述してあります。)に定め

られた手続きに従い決定し、当社取締役会に対する勧告を行います。当社取締役会は、この企業統治委員

会の勧告を最大限尊重して新株予約権の取扱に関して最終的に決定を行うものとされています。 

 新株予約権の権利発動事由が発生し、かつ、当社取締役会で本新株予約権を行使できない場合に該当す

るとの判断がなされないときは、その後一定の手続きに従い最初に特定される当社の全株主の皆様(買収者

を含み、自己株式所有者としての当社を除く。)が新株予約権の交付を受けるべき受益者として確定され、

信託契約の規定に従い、信託銀行から原則としてその所有する当社株式１株当たり１個の新株予約権の交

付が行われます。 

 新株予約権の交付を受けられた株主の皆様は、当社指定の新株予約権行使請求書に必要事項を記載し記

名押印したうえ、当社取締役会が別途新株予約権の行使に関して提出を要請する書類を添えて払込取扱場

所に提出し、かつ、取得する株式１株当たり１円を払込取扱場所に払込むことにより、新株予約権を行使

することができるようになります。ただし、買収者及びその一定の関係者は、原則として新株予約権を行

使できません。 

 このように、買収者及びその一定の関係者を除く当社株主の皆様は、極めて低い価額で当社株式を取得

することができるようになる一方で、かかる新株予約権の行使の結果、買収者及び一定の関係者は、保有

している株式が希釈化されるという影響を被ることが予定されています。 

  



  

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 600,000,000 同左 

新株予約権の目的となる 
株式の種類 

普通株式 同左 

新株予約権の目的となる 
株式の数 

(1) 新株予約権の行使により当社普通株式を新たに発
行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式の
移転 ( 以 下、「交付」という。) す る数は、
600,000,000株とする。ただし、下記の(2)により
新株予約権１個の行使により交付する当社普通株
式の数(以下、「付与株式数」という。)が調整さ
れる場合には、当該調整後の付与株式数に新株予
約権の発行総数を乗じた数に調整されるものとす
る。 

(2) 付与株式数は、１株とする。ただし、新株予約権
を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、
当社が当社普通株式につき株式分割または株式併
合を行う場合には、付与株式数を次の算式により
調整し、１株未満の端数は切り捨てる。新株予約
権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数
に当該時点で行使または消却されていない新株予
約権の総数を乗じた数とする。 

  

  
また、発行日以降、当社が合併または会社分割を
行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむ
を得ない事由が生じたときは、合併または会社分
割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式
数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数
は、調整後付与株式数に該当時点で行使または消
却されていない新株予約権の総数を乗じた数とす
る。 

調整後 
付与株式数 

＝
調整前
付与株式数 

× 分割・併合の比率

同左 

新株予約権の行使時の払込金額 

(1) 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
は、各新株予約権の行使により発行または移転す
る株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価
額」という。)に付与株式数を乗じた価額とす
る。 

(2) 行使価額は、１円とする。 

同左 

新株予約権の行使期間 

平成18年４月３日から平成21年３月31日(ただし、平
成21年３月31日以前に権利発動事由(下記「新株予約
権の行使の条件欄(1)」に定義される。)が発生した場
合には、当該権利発動事由が発生した日から４カ月間
経過した日)までとする。ただし、行使期間の最終日
が払込取扱場所の休業日にあたるときは、その翌営業
日を最終日とする。 

同左 

新株予約権の行使により株式を 
発行する場合の株式の発行価格 
及び資本組入額 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格は、行使価額とする。新株予約権の行使によ
り当社株式を発行する場合の資本組入額は、株式の発
行価格の全額とする。 

同左 



  

  

新株予約権の行使の条件 

(1) 下記①ないし⑤の各号に記載される者を除く一な
いし複数の者が、新株予約権の発行日の前後を問
わず、(ア)当社が発行者である株券等(証券取引
法第27条の23第１項に定義される。以下別段の定
めなき限り同じ。)について、20％を超える株券
等保有割合(同法第27条の23第４項に定義され
る。)を保有する者または保有すると当社取締役
会が認める者(以下「特定大量保有者」という。)
になったことを示す公表(多数の者の知り得る状
態に置かれたことをいい、同法第27条の23または
第27条の25に定められる報告書の提出及び当社が
行う証券取引所の規則に基づく適時開示を含む。
以下同じ。)がなされた日から10日間(ただし、当
社取締役会は、当社取締役会が別途定める新株予
約権細則(以下「新株予約権細則」という。)に従
いかかる期間を延長することができる。)が経過
したとき(当該期間中に、その者が特定大量保有
者でなくなったことを示す公表がなされた場合及
びその者が下記⑤に定める者であると当社取締役
会が決定した場合を除く。)、または(イ)当社が
発行者である株券等(同法第27条の２第１項に定
義される。)について、公開買付け(同法第27条の
２第６項に定義される公開買付けであって、同法
第27条の２第１項に規定する買付け等の後におけ
るその者の所有(これに準ずるものとして証券取
引法施行令第７条第３項で定める場合を含む。以
下本項において同じ。)に係る株券等(同法第27条
の２第１項に定義される。)の株券等所有割合(同
法第27条の２第８項に定義される。以下本項にお
いて同じ。)がその者の特別関係者(同法第27条の
２第７項に定義される。ただし、同項第１号に掲
げる者については、発行者以外の者による株券等
の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第１
項で定める者を除く。以下本項において同じ。)
の株券等所有割合と合計して20％を超える場合に
限る。以下同じ。)の公告を行った日から10日間
(ただし、当社取締役会は、新株予約権細則に従
いかかる期間を延長することができる。)が経過
したとき(当該期間中に、その者の所有に係る株
券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株
券等所有割合と合計して20％以下となった旨の同
法第27条の13第１項に定義される公告を行った場
合及びその者が下記⑤に定める者であると当社取
締役会が決定した場合を除く。)(以下、上記(ア)
に定める事由と併せて「権利発動事由」と総称
し、権利発動事由が発生した時点を「権利発動事
由発生時点」という。)に限り、(ⅰ)その者(以下
「買収者」という。)、(ⅱ)((ア)に定めるとき)
当該買収者の共同保有者(同法第27条の23第５項
に定義される者をいい、当社取締役会がこれに該
当すると認めた者を含む。)、(ⅲ)((イ)に定める
とき)当該買収者の特別関係者(当社取締役会がこ
れに該当すると認めた者を含む。)、もしくは
(ⅳ)上記(ⅰ)ないし(ⅲ)記載の者から新株予約権
を当社取締役会の承認を得ることなく譲受もしく
は承継した者、または(ⅴ)上記(ⅰ)ないし(ⅳ)記
載の者の関係者、のいずれにも該当しない者のみ
が、新株予約権を行使することができる。なお、
ある者の「関連者」とは、実質的に、その者が支
配し、その者に支配されもしくはその者と共同の
支配下にある者として当社取締役会が認めた者、
またはその者と協調して行動する者として当社取
締役会が認めた者をいう。 
① 当社または当社の子会社 

同左 



  

  

  

② 当社を支配する意図なく特定大量保有者となっ
た者である旨当社取締役会が認めた者であっ
て、かつ、特定大量保有者になった後10日間
(ただし、当社取締役会はかかる期間を延長す
ることができる。)以内にその保有する当社の
株券等を処分等することにより特定大量保有者
でなくなった者 

③ 当社による自己株式の取得その他の理由によ
り、自己の意思によることなく、当社の特定大
量保有者になった者である旨当社取締役会が認
めた者(ただし、その後、自己の意思により当
社の株券等を新たに取得した場合を除く。) 

④ 当社を委託者とする信託の受託者として新株予
約権をその発行時に取得し、保有している者
(当該信託の受託者としての当該者に限り、以
下「受託者」という。) 

⑤ その者が当社の株券等を取得または保有するこ
と(以下「買収」という。)が当社の利益に反し
ないと当社取締役会が新株予約権細則に従い認
めた者(一定の条件の下に当社の利益に反しな
いと当社取締役会が認めた場合には、当該条件
が満たされている場合に限る。) 

(2) 上記(1)の規定にもかかわらず、ある者の買収に
関し権利発動事由が生じた場合において、当該買
収につき、(ⅰ)次の各号に規定する事由(以下
「脅威」という。)がいずれも存しない場合、ま
たは(ⅱ)一もしくは複数の脅威が存するにもかか
わらず、新株予約権の行使を認めることが当該脅
威との関係で相当でない場合には、新株予約権者
は、新株予約権を行使することができない。な
お、上記(ⅰ)または(ⅱ)の場合に該当するかにつ
いては、新株予約権細則に定められる手続に従い
判断されるものとする。 
① 当該買収が買収の目的や買収後の経営方針等に
鑑み当社の企業価値を損なうことが明白である
こと 

② 当社取締役会が当該買収について十分な情報を
取得できないこと、またはこれを取得した後、
当該買収に対する代替案を提示するために合理
的に必要な期間が存しないこと 

③ 当該買収に係る取引の仕組みが買収に応じるこ
とを当社の株主に強要するものであること 

④ 当該買収の条件(対価の価額・種類、買収の時
期、買収方法の適法性、買収実行の蓋然性、買
収後における当社の従業員、取引先、顧客、地
域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇方
針等を含む。)が当社の本源的価値に鑑み不十
分または不適切であること 

⑤ 上記①ないし④のほか、当該買収またはこれに
係る取引が当社の最善の利益(当社の株主、従
業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に
係る利害関係者の利益が勘案されるものとす
る。以下同じ。)に反する重大な虞があること 

(3) 上記(2)の規定のほか、ある者の買収に関し権利
発動事由が生じた場合において、当該買収につき
下記①及び②記載の条件が充足された場合には、
新株予約権は行使することができない。なお、こ
れらの条件が充足されるかについては、新株予約
権細則に定められる手続に従い判断されるものす
る。 
① 当社取締役会が提示または賛同する当該買収と

は別の代替案が存在し、 
② 当該代替案が当社に係る支配権の移転(特定の
者が当社の総株主の議決権の過半数を保有する
こととなる行為をいう。)を伴う場合で、か
つ、下記(ア)ないし(エ)記載の条件がすべて満
たされる場合 

同左 



  

(注) １ 新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所 

新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書(当該新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件欄(1)記載の

(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれにも該当せず、かかるいずれかの者のために行使しようとしているものではないこと等の表明・

保証条項及び補償条項を含む。)に行使する新株予約権の個数、対象株式数及び住所等の必要事項を記載し、これに記名

押印したうえ、必要に応じて別に定める新株予約権行使に要する書類ならびに商法、証券取引法その他の法令及びその関

連法規(日本証券業協会及び本邦証券取引所の定める規則等を含む。)上その時々において要求されるその他の書類(以下

「添付書類」という。)ならびに(新株予約権に係る新株予約権証券(以下「新株予約権証券」という。)が発行された場合

には)新株予約権証券を添えて払込取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係る新株予約権の目的たる株式の行使価額全額

に相当する金銭を払込取扱場所に払込むことにより行われるものとする。なお、新株予約権者は、その所有する各新株予

約権を個別に行使することができるものとし、かかる個別行使の際に残余の新株予約権がある場合には、当社は、当該新

株予約権者の個別行使の日付と残余の新株予約権の個数を新株予約権原簿に記載または記録するものとし、かつ(新株予

約権証券が発行された場合には)当該新株予約権者の個別行使の日付と残余の新株予約権の個数を新株予約権証券に記載

するか、残余の新株予約権の個数を表章する新株予約権証券を当該新株予約権者に交付するものとする。 

  

(ア)当該買収が当社が発行者である株式全てを現
金により買付ける旨の公開買付けのみにより
実施されていること 

(イ)当該買収が買収の目的や買収後の経営方針等
に鑑み当社の企業価値を損なうことが明白で
ないこと 

(ウ)当該買収に係る取引の仕組みが買収に応じる
ことを当社の株主に強要するものでないこと 

(エ)当該買収またはこれに係る取引が当社の最善
の利益に反する重大な虞がないこと 

(4) 上記の(2)及び(3)のほか、適用ある外国の法令
上、当該法令の管轄地域に所在する者が新株予約
権を行使するために、(ⅰ)所定の手続の履行もし
くは(ⅱ)所定の条件(一定期間の行使禁止、所定
の書類の提出等を含む。)の充足、または(ⅲ)そ
の双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称す
る。)が必要とされる場合には、該当管轄地域に
所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て
履行または充足された場合に限り、新株予約権を
行使することができる。ただし、当該管轄地域に
所在する者が新株予約権を行使するために当社が
履行または充足することが必要とされる準拠法行
使手続・条件については、当社としてこれを履行
または充足する義務は負わないものとする。ま
た、当該管轄地域に所在する者が新株予約権を行
使することが当該法令上認められない場合には、
当該管轄地域に所在する者は、新株予約権を行使
することができない。 

(5) 受託者は、受託者としての地位に基づき新株予約
権を行使することができない。 

(6) 上記(1)ないし(5)の規定に従い新株予約権を有す
る者が新株予約権を行使することができない場合
であっても、当社は、当該新株予約権を有する者
に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わ
ないものとする。 

同左 

新株予約権の消却事由及び 
消却の条件 

(1) 当社取締役会は、ある者の買収に関し権利発動事
由が生じた場合において、上記新株予約権の行使
の条件欄(2)または(3)に従い新株予約権を行使す
ることができない場合には、新株予約権を無償で
消却しなければならない。 

(2) 上記(1)のほか、当社取締役会は、権利発動事由
発生時点までの間、いつでも、新株予約権を消却
することが適切であると判断する場合には、全て
の新株予約権を無償で消却することができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認を要する。 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



２ 新株予約権行使請求の効力発生時期 

新株予約権の行使請求の効力は、上記１の規定に従い、行使に係る新株予約権行使請求書及び添付書類ならびに(新株予

約権証券が発行された場合には)新株予約権証券が払込取扱場所に到着した時とする。新株予約権の行使の効力は、かか

る新株予約権の行使請求の効力が生じた場合であって、かつ、当該行使に係る新株予約権の目的たる株式の行使価額全額

に相当する金銭が払込取扱場所において払込まれた時に生じるものとする。 

３ 新株発行時の利益配当の方法 

新株予約権の行使により発行される当社普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金については、新株予約権の

行使が毎年１月１日から６月30日までになされたときは当該年の１月１日に、毎年７月１日から12月31日までになされた

ときは当該年の７月１日に、それぞれ当該株式の発行があったものとみなして、これを支払う。 

４ 株式交換・株式移転の場合の新株予約権に係る義務の承継 

当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、当該時点において行使または消却されていない新株予約

権に係る義務を、当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に以下の決定方針に基づき承継させることが

できる。ただし、新株予約権に係る義務の承継に関し、以下の決定方針に沿う記載のある株式交換契約書または株式移転

の議案につき当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。 

 ① 承継された新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類は、完全親会社の同種の株式とする。 

 ② 承継された新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数は、株式交換または株式移転の比率等に応じて合理的に調整す

る。調整後の１株未満の端数は切り捨てる。 

 ③ 承継された各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、株式交換または株式移転の比率等に応じて合理的に調

整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。 

 ④ 承継された新株予約権の権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等は、上記新株予約権の行使の条件欄ない

し新株予約権の消却事由及び消却の条件等に準じて、株式交換または株式移転に際して当社取締役会が決定する。 

 ⑤ 承継された新株予約権を譲渡するときは、完全親会社の取締役会の承認を要する。 

５ 新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り発行する。 

６ 法令の改正等による修正 

新株予約権発行後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じ

た場合においては、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範

囲内で読み替えるものとする。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成18年１月１日～ 
平成18年６月30日 

― 313,515 ― 34,433 ― 31,499



(4) 【大株主の状況】 

平成18年６月30日現在 

(注) １ 上記のほか、当社が所有している自己株式29,516,309株があります。 

２ ピーター キャンディル アンド アソシエイツ(バミューダ)リミテッドとキャンディル インベストメント リサーチ リミ

テッドから以下のとおり大量保有報告書が財務省関東財務局長あてに提出されておりますが、当中間会計期間末現在の株

主名簿(実質株主名簿を含む)には記載、記録がなく、実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含め

ておりません。 

(大量保有報告書の内容) 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

みずほ信託退職給付信託みずほ
銀行口再信託受託者資産管理サ
ービス信託 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 晴海
アイランド トリトンスクエアオフィス
タワー Ｚ棟 

15,038 4.80

ヘンケル・カーゲーアーアー 
(常任代理人 ドイツ証券会社
東京支店) 

HENKELSTRASSE 67, 40191, DUESSELDORF
(東京都千代田区永田町２丁目11番１号 
山王パークタワー) 

14,400 4.59

メロンバンクトリーティークラ
イアンツオムニバス 
(常任代理人 香港上海銀行東
京支店) 

 

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108 
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 

12,854 4.10

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 12,109 3.86

株式会社みずほコーポレート 
銀行 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区丸の内１―３―３
(東京都中央区晴海１―８―12 晴海ア
イランド トリトンスクエアオフィスタ
ワー Ｚ棟) 

10,946 3.49

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 6,443 2.06

三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 6,257 2.00

みずほ信託銀行株式会社 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都中央区八重洲一丁目２番１号
(東京都中央区晴海１―８―12 晴海ア
イランド トリトンスクエアオフィスタ
ワー Ｚ棟) 

6,189 1.97

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26―１ 5,799 1.85

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 5,772 1.84

計 ― 95,809 30.56

氏名又は名称 住所 提出日
報告義務
発生日 

所有株式数
(千株) 

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合(％) 

ピーター キャンディル 
アンド アソシエイツ(バ
ニューダ)リミテッド 

15 アルトン ヒル サ
ウサンプトン エスエヌ
01 バミューダ 

平成17年
10月17日 

平成17年
６月30日 

21,532 6.87
キャンディル インベスト
メント リサーチ リミテ
ッド 

カナダ V6E 3R5、ブリ
ティッシュ・コロンビア
州、バンクーバー、ロイ
ヤル・センター、ウエス
ト・ジョージア・ストリ
ート  1055 スイート
2150、私書箱 11171 

計 ― ― ― 21,532 6.87



３ Goldman Sachs(Japan)Ltd.、Goldman Sachs InternationalとGoldman Sachs & Co.から以下のとおり大量保有報告書が財

務省関東財務局長あてに提出されておりますが、当中間会計期間末現在の株主名簿(実質株主名簿を含む)には記載、記録

がなく、実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。 

(大量保有報告書の内容) 

  

氏名又は名称 住所 提出日
報告義務
発生日 

所有株式数
(千株) 

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合(％) 

Goldman Sachs 
(Japan)Ltd. 

英国領バージン・アイラ
ンド、トルトラ、ロー
ド・タウン、ロマスコ・
プレイス、ウィックハム
ズ・ケイ１、私書箱3140 

平成18年
７月14日 

平成18年
６月30日 

2,138 0.68

Goldman Sachs  
International 

Peterborough Court,  
133 Fleet Street,  
London EC4A 2BB UK 

〃 〃 4,217 1.35

Goldman Sachs & Co. 
85 Broad Street,  
New York, New York  
10004, U.S.A. 

〃 〃 488 0.16

計 ― ― ― 6,845 2.18



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年６月30日現在 

(注) １ 上記「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない

株式1,000株が含まれております。 

     なお、議決権の数の欄には同実質的に所有していない株式は含まれておりません。 

２ 「単元未満株式」の株式数の欄には当社所有の自己株式309株が含まれております。 

３ 上記「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ

12,000株及び550株含まれております。 

  なお、議決権の数の欄には同機構名義の株式は含まれておりません。 

② 【自己株式等】 

平成18年６月30日現在 

(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

29,516,000 
―

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

278,864,000 
278,851 同上 

単元未満株式 
普通株式 

5,135,346 
― 同上 

発行済株式総数 313,515,346 ― ― 

総株主の議決権 ― 278,851 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
ライオン株式会社 

墨田区本所一丁目３番７
号 

29,516,000 ― 29,516,000 9.41

計 ― 29,516,000 ― 29,516,000 9.41



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は東京証券取引所市場第１部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  

  

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高(円) 809 783 808 763 808 818

最低(円) 750 629 700 710 721 727

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 
リスク統括管理担当・経営
企画部・LOCOS推進部・経理
部・広報部・IR室担当 

経営企画部・LOCOS推進部・
経理部・広報部・IR室担当 

山 田 哲 夫 2006年５月30日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(自平成17年１月１日 至平成17年６月30日)は改正前の中間連結財務諸表規則に基づ

き、当中間連結会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６月30日)は改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(自平成17年１月１日 至平成17年６月30日)は改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当

中間会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６月30日)は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しており

ます。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(自平成17年１月１日 至平成17年６月30日)

及び前中間会計期間(自平成17年１月１日 至平成17年６月30日)並びに当中間連結会計期間(自平成18年１月１日 至

平成18年６月30日)及び当中間会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６月30日)の中間連結財務諸表及び中間財務

諸表について、新日本監査法人の中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    19,455 16,589   15,943 

２ 受取手形及び 
  売掛金 

※５  60,155 64,857   68,282 

３ 有価証券    ― ―   500 

４ たな卸資産    27,269 27,783   27,399 

５ 繰延税金資産    2,654 3,745   3,038 

６ その他    3,823 4,290   4,258 

７ 貸倒引当金    △1,763 △1,727   △1,721 

流動資産合計    111,595 47.5 115,538 46.3   117,699 47.2

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産          

１ 建物及び 
  構築物 

※１ 
※２ 

 22,079 21,643   22,143 

２ 機械装置及び 
  運搬具 

※１ 
※２ 

 21,916 21,343   22,545 

３ 土地 ※２  20,023 19,538   19,726 

４ 建設仮勘定    2,176 2,347   1,297 

５ その他 ※１  2,678 2,981   2,857 

有形固定資産 
合計 

   68,874 67,854   68,570 

(2) 無形固定資産          

１ のれん    ― 1,090   ― 

２ 連結調整勘定    1,218 ―   1,154 

３ 商標権    7,663 6,801   7,236 

４ その他    1,218 2,020   2,090 

無形固定資産 
合計 

   10,100 9,912   10,481 

(3) 投資その他の 
 資産 

         

１ 投資有価証券    26,131 37,315   35,277 

２ 長期貸付金    299 340   302 

３ 前払年金費用    ― 6,748   3,727 

４ 繰延税金資産    15,353 10,384   12,250 

５ その他    2,610 1,549   1,229 

６ 貸倒引当金    △272 △226   △235 

投資その他の 
資産合計 

   44,122 56,112   52,552 

固定資産合計    123,097 52.5 133,879 53.7   131,604 52.8

資産合計    234,692 100.0 249,418 100.0   249,303 100.0



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形及び 
  買掛金 

※２ 
※５ 

 43,012 42,450   53,995 

２ コマーシャル 
  ペーパー 

   7,692 7,694   ― 

３ 短期借入金 ※２  7,532 8,784   8,088 

４ 未払金及び 
  未払費用 

   28,531 32,821   31,322 

５ 未払法人税等    1,106 1,838   1,371 

６ 返品調整引当金    510 785   788 

７ 販売促進引当金    491 666   710 

８ その他 ※２  4,379 4,715   5,126 

流動負債合計    93,255 39.7 99,756 40.0   101,402 40.7

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金    6,280 6,225   6,284 

２ 退職給付引当金    24,208 25,047   24,868 

３ 役員退職慰労 
  引当金 

   835 341   910 

４ その他    4,272 5,091   3,944 

固定負債合計    35,596 15.2 36,706 14.7   36,008 14.4

負債合計    128,851 54.9 136,462 54.7   137,411 55.1

(少数株主持分)          

少数株主持分    2,763 1.2 ― ―   2,789 1.1

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    34,433 14.7 ― ―   34,433 13.8

Ⅱ 資本剰余金    31,557 13.4 ― ―   31,584 12.7

Ⅲ 利益剰余金    50,150 21.4 ― ―   51,834 20.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

   4,947 2.1 ― ―   7,654 3.1

Ⅴ 為替換算調整勘定    △947 △0.4 ― ―   38 0.0

Ⅵ 自己株式    △17,065 △7.3 ― ―   △16,443 △6.6

資本合計    103,077 43.9 ― ―   109,103 43.8

負債、少数株主 
持分及び資本合 
計 

   234,692 100.0 ― ―   249,303 100.0



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    ― ― 34,433 13.8   ― ―

２ 資本剰余金    ― ― 31,591 12.7   ― ―

３ 利益剰余金    ― ― 52,124 20.9   ― ―

４ 自己株式    ― ― △16,210 △6.5   ― ―

株主資本合計    ― ― 101,939 40.9   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金 

   ― ― 8,427 3.4   ― ―

２ 為替換算 
  調整勘定 

   ― ― △159 △0.1   ― ―

評価・換算 
差額等合計 

   ― ― 8,267 3.3   ― ―

Ⅲ 少数株主持分    ― ― 2,748 1.1   ― ―

純資産合計    ― ― 112,955 45.3   ― ―

負債純資産合計    ― ― 249,418 100.0   ― ―

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    159,882 100.0 163,295 100.0   331,798 100.0

Ⅱ 売上原価    77,874 48.7 81,979 50.2   163,153 49.2

売上総利益    82,007 51.3 81,315 49.8   168,644 50.8

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※１  78,828 49.3 79,972 49.0   162,577 49.0

  営業利益    3,179 2.0 1,343 0.8   6,066 1.8

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   21   18 37   

２ 受取配当金   350   357 408   

３ 持分法による 
  投資利益 

  798   814 1,768   

４ その他   395 1,565 1.0 405 1,596 1.0 873 3,088 1.0

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   129   153 255   

２ たな卸資産 
  処分損 

  135   116 297   

３ その他   48 312 0.2 161 430 0.3 86 640 0.2

経常利益    4,432 2.8 2,508 1.5   8,514 2.6

Ⅵ 特別利益          

１ 固定資産処分益 ※２ 346   5,811 880   

２ 役員退職慰労 
  引当金戻入額 

  ―   126 ―   

３ 貸倒引当金 
  戻入額 

  38   ― 85   

４ 投資有価証券 
  売却益 

  5   0 5   

５ その他   14 405 0.3 2 5,941 3.7 37 1,009 0.3

Ⅶ 特別損失          

１ 固定資産処分損 ※３ 230   329 697   

２ 工場閉鎖損失   ―   1,530 ―   

３ 早期退職制度 
  関連費用 

  ―   947 ―   

４ 減損損失 ※４ ―   197 ―   

５ 投資有価証券 
  評価損 

  3   ― 3   

６ その他   26 260 0.2 309 3,313 2.0 84 786 0.3

税金等調整前中 
間(当期)純利益 

   4,577 2.9 5,136 3.2   8,737 2.6

法人税、住民税 
及び事業税 

  886   1,622 1,710   

法人税等調整額   962 1,848 1.2 1,763 3,385 2.1 1,606 3,316 0.9

少数株主利益    68 0.0 ― ―   ― ―

少数株主損失    ― ― 19 0.0   51 0.0

中間(当期)純利 
益 

   2,659 1.7 1,770 1.1   5,473 1.7



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 31,549 31,549

Ⅱ 資本剰余金増加高  

自己株式処分差益 7 7 34 34

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

31,557 31,584

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 48,992 48,992

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 持分法適用会社増加に 
  よる増加高 

97 97  

２ 連結子会社増加による 
増加高 

33 33  

３ 中間(当期)純利益 2,659 2,790 5,473 5,603

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金 1,131 2,259  

２ 役員賞与 
(うち監査役分) 

55
(10)

55
(10)

 

３ 持分法適用会社増加 
  による減少高 

417 417  

４ 連結子会社増加による 
  減少高 

28 28  

５ その他の減少高 ※１ ― 1,632 0 2,761

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

50,150 51,834



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日残高(百万円) 34,433 31,584 51,834 △16,443 101,409 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △1,417   △1,417 

 役員賞与金の支給     △73   △73 

 中間純利益     1,770   1,770 

 自己株式の取得       △99 △99 

 自己株式の処分   6   333 339 

 連結子会社減少     10   10 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)           

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― 6 289 233 529 

平成18年６月30日残高(百万円) 34,433 31,591 52,124 △16,210 101,939 

  
評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 為替換算調整勘定

評価・換算
差額等合計 

平成17年12月31日残高(百万円) 7,654 38 7,693 2,789 111,892 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当         △1,417 

 役員賞与金の支給         △73 

 中間純利益         1,770 

 自己株式の取得         △99 

 自己株式の処分         339 

 連結子会社減少         10 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 772 △198 573 △40 532 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 772 △198 573 △40 1,062 

平成18年６月30日残高(百万円) 8,427 △159 8,267 2,748 112,955 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

  4,577 5,136 8,737

減価償却費   4,568 4,715 9,754

減損損失   ― 197 ―

退職給付引当金の減少額   △2,118 △3,421 △3,760

受取利息及び受取配当金   △371 △375 △445

支払利息   129 153 255

固定資産処分損益   △116 △5,482 △183

投資有価証券売却益   △5 △0 △5

投資有価証券評価損   3 ― 3

持分法による投資利益   △798 △814 △1,768

売上債権の増減額   △4,041 3,599 △11,717

たな卸資産の増加額   △1,694 △249 △1,483

仕入債務の増減額   △4,892 △12,162 6,345

未払金及び未払費用の 
増減額 

  △5,601 2,742 △4,198

その他   △11 314 191

小計   △10,372 △5,648 1,725

利息及び配当金の受取額   1,773 1,857 1,970

利息の支払額   △134 △159 △262

法人税等の支払額   △850 △1,026 △1,568

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △9,584 △4,976 1,865

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の減少額  2,499 85 2,627

有価証券の売却による収入  ― 500 ―

有形固定資産の取得 
による支出 

 △4,908 △5,305 △8,943

有形固定資産の売却 
による収入 

 959 6,039 1,899

無形固定資産の取得 
による支出 

 △126 △408 △805

投資有価証券の取得 
による支出 

 △379 △1,749 △4,562

投資有価証券の売却 
による収入 

 6 3 506

子会社株式の取得 
による支出 

 △0 △2 △0

貸付による支出  △32 △105 △153

貸付金の回収による収入  68 64 188

その他  3 △257 △18

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,908 △1,135 △9,262



  

  
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

   

短期借入れによる収入   3,672 5,579 6,473

短期借入金の返済 
による支出 

  △3,310 △4,887 △5,688

長期借入金の返済 
による支出 

  △58 △64 △78

コマーシャルペーパー発行 
による収入 

  7,755 13,697 15,448

コマーシャルペーパー償還 
による支出 

  △254 △6,197 △15,448

単元未満自己株式の 
売買による収入及び支出 

  △32 △62 △177

自己株式の処分 
による収入 

  127 302 920

自己株式の取得 
による支出 

  △605 ― △605

配当金の支払額   △1,131 △1,415 △2,260

少数株主への配当金の 
支払額 

  △98 △107 △98

その他   ― ― 0

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  6,064 6,843 △1,514

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

  31 0 130

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額 

  △5,397 731 △8,781

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

  24,480 15,788 24,480

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

  89 ― 89

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

  19,173 16,520 15,788



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 連結の範囲に関す 

  る事項 

  

(1) 連結子会社の数23社 

  

  主要な連結子会社の名

称 

   ライオンエンジニア

リング㈱ 

   ライオンケミカル㈱ 

   ライオン商事㈱ 

   泰国獅王企業有限公

司 

   CJライオン㈱ 

  なお、獅王工業股份有

限公司、獅王日化貿易

(上海)有限公司を当中

間連結会計期間より重

要性が増したため連結

の範囲に含めておりま

す。 

(1) 連結子会社の数22社 

  

  主要な連結子会社の名

称 

   ライオンエンジニア

リング㈱ 

   ライオンケミカル㈱ 

   ライオン商事㈱ 

   泰国獅王企業有限公

司 

   CJライオン㈱ 

なお、シーコムス㈱は

当中間連結会計期間に

おいて清算結了してお

ります。 

(1) 連結子会社は23社であ

ります。 

連結子会社名は、「第

１ 企業の概況」の４

関係会社の状況に記載

しているため省略しま

した。 

なお、当連結会計年度

から獅王工業股份有限

公司及び獅王日化貿易

(上海)有限公司の重要

性が増したため連結の

範囲に含めておりま

す。 

  (2) 主要な非連結子会社名 

  武州運輸倉庫㈱ 

  連結の範囲から除いた

理由 

  非連結子会社８社は、

いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、

売上高、中間純損益及

び利益剰余金等はいず

れも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼし

ていないためでありま

す。 

(2) 主要な非連結子会社名 

  ウェルパックイノベー

ションズ㈱ 

  連結の範囲から除いた

理由 

  非連結子会社６社は、

いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売

上高、中間純損益及び

利益剰余金等はいずれ

も中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼして

いないためでありま

す。 

(2) 主要な非連結子会社は

ウェルパックイノベー

ションズ㈱等でありま

す。 

  なお、非連結子会社６

社は、いずれも小規模

であり、合計の総資

産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金等の

連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微なため連結

の範囲から除外してお

ります。 



    

  
  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

２ 持分法の適用に関

する事項 

  

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数 

４社 

  主要な会社等の名称 

   イースタンシリケイ

ト㈱ 

   ウェルパックイノベ

ーションズ㈱ 

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数 

４社 

  主要な会社等の名称 

   イースタンシリケイ

ト㈱ 

   ウェルパックイノベ

ーションズ㈱ 

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数は４社であ

ります。 

  主要な会社等の名称 

   イースタンシリケイ

ト㈱ 

   ウェルパックイノベ

ーションズ㈱ 

  (2) 持分法を適用した関連

会社数 

８社 

  主要な会社等の名称 

   ライオン・アクゾ㈱ 

   ブリストルマイヤー

ズ・ライオン㈱ 

   なお、プラネット物

流㈱、ピーティーラ

イオンウイングスを

当中間連結会計期間

より重要性が増した

ため持分法適用の範

囲に含めておりま

す。 

(2) 持分法を適用した関連

会社数 

８社 

  主要な会社等の名称 

   ライオン・アクゾ㈱ 

   ブリストルマイヤー

ズ・ライオン㈱ 

  

(2) 持分法を適用した関連

会社数は８社でありま

す。 

  主要な会社等の名称 

   ライオン・アクゾ㈱ 

   ブリストルマイヤー

ズ・ライオン㈱ 

   なお、プラネット物

流㈱、ピーティーラ

イオンウイングスを

当連結会計年度より

重要性が増したため

持分法適用の範囲に

含めております。 

  (3) 持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等

の名称 

   武州運輸倉庫㈱ 

  持分法を適用しない理

由 

   持分法非適用会社

は、それぞれ中間純

損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体

として重要性がない

ため、持分法の適用

から除外しておりま

す。 

(3) 持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等

の名称 

   イフケミカルズ㈱ 

  持分法を適用しない理

由 

   持分法非適用会社

は、それぞれ中間純

損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体

として重要性がない

ため、持分法の適用

から除外しておりま

す。 

(3) 持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等

の名称 

   武州運輸倉庫㈱ 

  持分法を適用しない理

由 

  持分法非適用会社

は、それぞれ当期純

損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体

として重要性がない

ため、持分法の適用

から除外しておりま

す。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  (4) 持分法適用会社のう

ち、中間決算日が中間

連結決算日と異なる会

社については、当該持

分法適用会社の中間会

計期間にかかる中間財

務諸表を基礎として持

分法を適用しておりま

す。 

(4)    同左 (4) 持分法適用会社のう

ち、決算日が連結決算

日と異なる会社につい

ては、当該持分法適用

会社の事業年度にかか

る財務諸表を基礎とし

て持分法を適用してお

ります。 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致

しております。 

同左 連結子会社の決算日は、12

月31日(連結決算日)であり

ます。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

  a 満期保有目的の債券 

   …償却原価法 

    (定額法) 

  b その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法 

    (評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定） 

   時価のないもの 

    主として移動平均

法による原価法 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

  a 満期保有目的の債券 

同左 

  

  b その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法 

(評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定） 

   時価のないもの 

同左 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

  a 満期保有目的の債券 

同左 

  

  b その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定) 

  

   時価のないもの 

同左 

   ② デリバティブ… 

時価法 

 ② デリバティブ 

同左 

 ② デリバティブ 

同左 

   ③ たな卸資産 

   商品・製品…… 

    主として先入先出

法による原価法 

   原材料・仕掛品・貯

蔵品…… 

    主として移動平均

法による原価法 

 ③ たな卸資産 

同左 

 ③ たな卸資産 

同左 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   原則として定率法を

採用しております

が、一部の連結子会

社では定額法を採用

しております。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。 

   建物及び構築物 

３年～50年 

   機械装置及び運搬具 

７年、９年、11年 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

  

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

   ② 無形固定資産 

   定額法により償却し

ております。なお、ソ

フトウェア(自社利用

分)については、主と

して社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法によっており

ます。 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

同左 

  (3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

   提出会社及び国内連

結子会社において

は、一般債権につい

ては貸倒実績率によ

る計算額を、貸倒懸

念債権等特定の債権

については個別に回

収可能性を判断し、

回収不能見込額を計

上しております。ま

た、在外連結子会社

は主として特定の債

権について回収不能

見込額を計上してお

ります。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

   ② 返品調整引当金 

   提出会社は、商品・

製品の中間連結決算

日後の返品に備える

ため、返品による損

失見込額を計上して

おります。 

 ② 返品調整引当金 

   商品・製品の中間連

結決算日後の返品に

備えるため、返品に

よる損失見込額を計

上しております。 

 ② 返品調整引当金 

   提出会社は、商品・

製品の期末日後の返

品に備えるため、返

品による損失見込額

を計上しておりま

す。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

   ③ 販売促進引当金 

   当中間連結会計期間

の売上にかかわる割

戻金等の将来の支払

いに充てるため、代

理店・販売店への当

中間連結会計期間の

売上にかかわる割戻

金等の支払見積額を

計上しております。 

 ③ 販売促進引当金 

同左 

 ③ 販売促進引当金 

   当連結会計年度の売

上にかかわる割戻金

等の将来の支払いに

充てるため、代理

店・販売店への当連

結会計年度の売上に

かかわる割戻金等の

支払見積額を計上し

ております。 

   ④ 退職給付引当金 

   提出会社及び国内連

結子会社において

は、従業員の退職給

付に備えるため、当

連結会計年度末にお

ける退職給付債務及

び年金資産の見込額

に基づき、当中間連

結会計期間末におい

て発生していると認

められる額を計上し

ております。 

   過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５

年)による定額法に

より発生年度から費

用処理しておりま

す。数理計算上の差

異は、その発生時の

従業員の平均残存勤

務期間による定額法

により、翌連結会計

年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

 ④ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき、当中間連結会

計期間末において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。 

   過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５

年)による定額法に

より発生年度から費

用処理しておりま

す。数理計算上の差

異は、その発生時の

従業員の平均残存勤

務期間による定額法

により、翌連結会計

年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

 ④ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づいて計上しており

ます。 

   過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５

年)による定額法に

より発生年度から費

用処理しておりま

す。数理計算上の差

異は、その発生時の

従業員の平均残存勤

務期間による定額法

により、翌連結会計

年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

   ⑤ 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の

支給に備えるため、

役員退職慰労金規程

に基づく当中間連結

会計期間末支給見積

額を計上しておりま

す。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の

支給に備えるため、

役員退職慰労金規程

に基づく当中間連結

会計期間末支給見積

額を計上しておりま

す。 

   なお、提出会社にお

いては、株式報酬型

ストックオプション

の導入に伴い、平成

18年３月30日以降新

たな引当を停止して

おります。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の

支給に備えるため、

役員退職慰労金規程

に基づく当連結会計

年度末要支給見積額

を計上しておりま

す。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  (4) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は

中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。なお、在外子会社

等の資産及び負債は、

中間決算日の直物相場

により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換

算し、換算差額は少数

株主持分及び資本の部

における為替換算調整

勘定に含めておりま

す。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は

中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。なお、在外子会社

等の資産及び負債は、

中間決算日の直物相場

により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資

産の部における少数株

主持分及び為替換算調

整勘定に含めておりま

す。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は

連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。なお、在外子会社

等の資産及び負債は、

連結決算日の直物相場

により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換

算し、換算差額は少数

株主持分及び資本の部

における為替換算調整

勘定に含めておりま

す。 

  (5) 重要なリース取引の処

理方法 

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、主として

通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処

理によっております。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 



  

  
  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   主として繰延ヘッジ

処理を採用しており

ます。なお、為替予

約及び通貨スワップ

については振当処理

の要件を満たしてい

る場合は振当処理

を、金利スワップに

ついては特例処理の

要件を満たしている

場合は特例処理を採

用しております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

   ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象

為替予約 
  外貨建 
予定取引 

金利
スワップ 

  借入金 
の金利 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建
予定取引 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象

為替予約 
  外貨建 
予定取引 

金利 
スワップ 

  借入金 
の金利 

   ③ ヘッジ方針 

   主として社内管理制

度に基づき、提出会

社経理部及び各子会

社管理部門にて為替

変動リスク及び金利

変動リスクをヘッジ

しております。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  (7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

消費税等

の会計処

理方法 

…税抜方式に

よっており

ます。 

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

同左 

(7) 消費税等の会計処理方

法 

  税抜方式によっており

ます。 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す。 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――― (連結貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等) 
 当中間連結会計期間から「貸借対
照表の純資産の部の表示に関する会
計基準」(企業会計基準委員会 平
成17年12月９日 企業会計基準第５
号)及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」(企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号)を適用しております。これ
による損益に与える影響はありませ
ん。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は、110,206百万円
であります。 
 中間連結財務諸表規則の改正によ
る中間連結貸借対照表の表示に関す
る変更は以下のとおりであります。 

――――― 

  １ 従来の「資本の部」は、当中間
連結会計期間から「純資産の
部」となり、「純資産の部」は
「株主資本」、「評価・換算差
額等」及び「少数株主持分」
(従来は「負債の部」と「資本
の部」の間に表示しておりまし
た)に分類して表示しておりま
す。 

  

  ２ 従来独立掲記しておりました
「資本金」、「資本剰余金」、
「利益剰余金」及び「自己株
式」は当中間連結会計期間にお
いては「株主資本」の内訳科目
として表示しております。 

  

  ３ 従来「利益剰余金」の次に表示
しておりました「その他有価証
券評価差額金」及び「為替換算
調整勘定」は、当中間連結会計
期間から「評価・換算差額等」
の内訳科目として表示しており
ます。 

  

  (ストック・オプション等に関する
会計基準等) 
 当中間連結会計期間から「ストッ
ク・オプション等に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成17
年12月27日 企業会計基準第８号)
及び「ストック・オプション等に関
する会計基準の適用指針」(企業会
計基準委員会 平成17年12月27日
企業会計基準適用指針第11号)を適
用しております。 
 これによる、損益に与える影響は
ありません。 

  



表示方法の変更 

  

  
  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

(中間連結貸借対照表) 
 前中間連結会計期間まで無形固定資産の「その他」
に含めて表示しておりました「商標権」については、
当中間連結会計期間より区分掲記することといたしま
した。 
 なお、前中間連結会計期間末の「商標権」は、1,482
百万円であります。 
(中間連結損益計算書) 
 前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に
含めて表示しておりました「たな卸資産処分損」につ
いては、当中間連結会計期間より区分掲記することと
いたしました。 
 なお、前中間連結会計期間の「たな卸資産処分損」
は51百万円であります。 

(中間連結貸借対照表) 
 前中間連結会計期間末まで投資とその他の資産の
「その他」に含めて表示しておりました「前払年金費
用」については、当中間連結会計期間から区分掲記す
ることといたしました。 
 なお、前中間連結会計期間末の「前払年金費用」
は、1,367百万円であります。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      154,727百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      152,514百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      156,277百万円 

※２ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(単位：百万円) 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

(単位：百万円) 

土地 314

建物及び構築物 1,185

機械装置及び運搬具 276

合計 1,776

短期借入金 192

支払手形及び買掛金他 162

合計 355

※２ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(単位：百万円) 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

(単位：百万円) 

土地 318

建物及び構築物 1,531

機械装置及び運搬具 506

合計 2,356

短期借入金 318

支払手形及び買掛金他 146

合計 465

※２ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(単位：百万円) 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

(単位：百万円) 

土地 323

建物及び構築物 1,417

機械装置及び運搬具 429

合計 2,170

短期借入金 324

支払手形及び買掛金他 259

合計 583

 ３ 受取手形裏書譲渡高 

31百万円 

 ３ 受取手形裏書譲渡高 

32百万円 

 ３ 受取手形裏書譲渡高 

44百万円 

 ４ 偶発債務 

 (注) 上記保証債務は、保証先の

借入金及びリース債務に対

するものであります。 

保証先 
保証債務額 

(百万円) 

ピーティーライオン 
ウイングス 1,752 

武州運輸倉庫㈱ 790 

その他関係会社３社 44 

その他 0 

従業員 749 

計 3,336 

 ４ 偶発債務 

 (注) 上記保証債務は、保証先の

借入金及びリース債務に対

するものであります。 

保証先 
保証債務額 

(百万円) 

ピーティーライオン
ウイングス 2,236 

武州運輸倉庫㈱ 699 

その他関係会社３社 106 

その他 0 

従業員 627 

計 3,670 

 ４ 偶発債務 

 (注) 上記保証債務は、保証先の

借入金及びリース債務に対

するものであります。 

保証先 
保証債務額 

(百万円) 

ピーティライオン
ウイングス 1,940 

武州運輸倉庫㈱ 710 

その他関係会社３社 17 

その他 1 

従業員 736 

計 3,406 

※５    ――――― 

  

※５    ――――― 

  

※５ 当連結会計年度末日満期手形

の会計処理は手形交換日をも

って決済処理しております。

したがって、当連結会計年度

末日が金融機関の休日であっ

たため、次のとおり当連結会

計年度末日満期手形が当連結

会計年度末残高に含まれてお

ります。 

受取手形 2,858百万円

支払手形 1,082百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおり

であります。 

販売奨励費 7,164百万円

販売促進費 27,843百万円

運賃保管料 8,044百万円

広告宣伝費 12,242百万円

給料諸手当 7,520百万円
退職給付 
費用 

741百万円

研究開発費 4,077百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおり

であります。 

販売奨励費 6,807百万円

販売促進費 30,652百万円

運賃保管料 7,973百万円

広告宣伝費 11,438百万円

給料諸手当 7,523百万円
退職給付
費用 

167百万円

研究開発費 3,874百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおり

であります。 

販売奨励費 14,307百万円

販売促進費 58,538百万円

運賃保管料 17,528百万円

広告宣伝費 23,752百万円

給料諸手当 14,898百万円
退職給付
費用 

1,711百万円

研究開発費 8,506百万円

※２ このうち主なものは、次のと

おりであります。 

九州工場売却益 232百万円

※２ このうち主なものは、次のと

おりであります。 
名古屋オフィス
売却益 

5,526百万円

※２ このうち主なものは、次のと

おりであります。 

福岡支社売却益 525百万円

九州工場売却益 232 

※３ このうち主なものは、次のと

おりであります。 
 機械装置及び 
 運搬具処分損 

124百万円

※３ このうち主なものは、次のと

おりであります。 
 機械装置及び
 運搬具処分損 

235百万円

※３ このうち主なものは、次のと

おりであります。 
機械装置及び 
 運搬具処分損 

331百万円

 土地売却損 156 

※４    ――――― ※４ 当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失

を計上しております。 

   提出会社及び連結子会社は、

キャッシュ・フローを生み出

す最小の単位として、事業部

毎の資産を基本単位としてグ

ルーピングを行っておりま

す。 

   生産設備等については食品業

界での競合との競争激化や販

売単価の下落に伴い収益が悪

化したこと等から、また賃貸

不動産については帳簿価額に

比べ市場価格が著しく下落し

ていること等から、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

これら当該減少額を減損損失

(197百万円)として計上いた

しました。 

   なお、当該資産の回収可能性

は正味売却価額により測定し

ており、その時価は路線価等

を基にした売却見込額により

合理的に算出しております。 

用途 種類 場所
減損損失
(百万円)

生産設備 
等 

建物及び
構築物 
機械装置
及び 
運搬具 

静岡県
磐田市 

63
 
 
63

賃貸 
不動産 土地

兵庫県
西宮市 71

合計 ― ― 197

※４    ――――― 



(中間連結剰余金計算書関係) 

  

  

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

(注) １ 当中間連結会計期間増加株式数は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２ 当中間連結会計期間減少株式数は、単元未満株式の買増しによる減少50,079株ならびにストックオプションの権利行使に

よる減少608,000株であります。 

  

２ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――― ※１ 利益剰余金減少高のその他の減少高は、中国会

計基準に基づく中国子会社の利益金処分額(従業

員奨励福利基金)であります。 

  
前連結会計年度末 
株式数(株) 

当中間連結会計期間
増加株式数(株) 

当中間連結会計期間
減少株式数(株) 

当中間連結会計期間末
株式数(株) 

発行済株式         

 普通株式 313,515,346 ― ― 313,515,346 

合計 313,515,346 ― ― 313,515,346 

自己株式         

 普通株式(注)１.２ 30,039,865 134,523 658,079 29,516,309 

合計 30,039,865 134,523 658,079 29,516,309 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年３月30日 
定時株主総会 

普通株式 1,417 5.00 平成17年12月31日 平成18年３月31日

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

配当の原資 
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年８月１日 
取締役会 

普通株式 1,419 利益剰余金 5.00 平成18年６月30日 平成18年９月５日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

  

現金及び 
預金勘定 

19,455百万円

預入期間が３カ 
月を超える定期 
預金 

△282百万円

現金及び 
現金同等物 

19,173百万円

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び 
預金勘定 

16,589百万円

預入期間が３カ
月を超える定期 
預金 

△69百万円

現金及び 
現金同等物 

16,520百万円

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び
預金勘定 

15,943百万円

有価証券勘定 500百万円
預入期間が３カ
月を超える定期 
預金 

△154百万円

取得日から償還
日までの期間が 
３カ月を超える 
債券 

△500百万円

合計 15,788百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期間末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期間末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  
取得価額 
相当額   

減価償却

累計額 
相当額 

  
中間期間

末残高 
相当額 

  百万円  百万円  百万円

機械装置 
及び運搬 
具 

65  24  41

有形固定 
資産「そ 
の他」 

1,687  856  830

無形固定 
資産 

183  95  88

合計 1,937  976  961

  
取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

中間期間

末残高

相当額

  百万円 百万円 百万円

機械装置 
及び運搬 
具 

73 20 52

有形固定 
資産「そ 
の他」 

1,671 875 795

無形固定 
資産 

247 155 91

合計 1,991 1,051 939

取得価額

相当額

減価償却

累計額 
相当額 

  
期末残高 
相当額 

百万円 百万円  百万円

機械装置

及び運搬 
具 

80 31  48

有形固定

資産「そ 
の他」 

1,623 839  783

無形固定

資産 
196 107  89

合計 1,900 978  921

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期間末残高が有

形固定資産の中間期間末残高等

に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しており

ます。 

同左   なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

２ 未経過リース料中間期間末残高

相当額 

  百万円

１年以内 362

１年超 598

 合計 961

２ 未経過リース料中間期間末残高

相当額 

  百万円

１年以内 383

１年超 556

 合計 939

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

  百万円

１年以内 368

１年超 553

 合計 921

  なお、未経過リース料中間期間

末残高相当額は、未経過リース

料中間期間末残高が有形固定資

産の中間期間末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

同左   なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定してお

ります。 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

  百万円

支払リース料 262

減価償却費相当額 262

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

  百万円

支払リース料 205

減価償却費相当額 205

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

  百万円

支払リース料 472

減価償却費相当額 472

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。 

なお、当中間連結会計期間は減損損

失はありません。 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。 

(減損損失について) 

同左 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年６月30日現在) 
  

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

(2) 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

当中間連結会計期間末(平成18年６月30日現在) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

(2) 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  
  

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

株式 9,907 18,300 8,392

合計 9,907 18,300 8,392

種類 
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

   非上場円建外債 500

(2) その他有価証券 

   非上場株式 1,377

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

株式 15,847 30,120 14,272

合計 15,847 30,120 14,272

種類 
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

その他有価証券 

 非上場株式 1,375



前連結会計年度末(平成17年12月31日現在) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

(2) 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

  

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

株式 14,098 27,088 12,990

合計 14,098 27,088 12,990

種類 
連結貸借対照表
計上額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

   非上場円建外債 500

(2) その他有価証券 

   非上場株式 1,378



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年１月

１日 至 平成18年６月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いているため、該当事項はありません。 

  

次へ 



(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

ストック・オプションの内容及び規模 

当中間連結会計期間において付与されたストック・オプションは以下のとおりであります。 

  

(注) １ 株式数に換算して記載しております。 

２ 当社の役員等に就任後１年を経過(死亡退任のときは除く。)し、そのいずれの地位も喪失した日(執行役員については、

その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、

新株予約権を行使できるものとする。 

３ 会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため記載しておりません。 

  

前へ     

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成18年３月30日 平成18年３月30日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役８名、
当社従業員106名 

当社取締役11名、当社監査役４名、 
当社執行役員10名 

株式の種類及び付与数(株) 
(注)１ 

普通株式 950,000 普通株式 129,753 

付与日 平成18年４月13日 平成18年３月31日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 (注)２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで 

平成18年４月１日から平成48年３月31
日までの期間内で、当社取締役会にお
いて決定する。 

権利行使価格(円) 790 1

公正な評価単価(付与日)(円) 
(注)３ 

― ― 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

  

(注)１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

    事業区分は製品及び販売市場等の類似性等を考慮の上、行っております。 

    (家庭品事業)  歯磨、歯刷子、洗濯用洗剤、台所用洗剤、柔軟剤 

    (薬品事業)   鎮痛解熱剤、点眼剤、外用消炎剤、貼付剤、栄養ドリンク剤、殺虫剤 

    (化学品事業)  界面活性剤、脂肪酸窒素化合物 

    (その他の事業) スパイス、ドレッシング、加工調味品、建設請負、建物等保守管理、輸送保管 

  ２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,231百万円であり、当社の総務部門、経理部門等

管理部門に係わる費用であります。 

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

家庭品 
事業 
(百万円) 

薬品事業 

(百万円) 

化学品
事業 
(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

  売上高     

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

112,191 25,103 17,110 5,476 159,882 ― 159,882

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

― ― ― ― ― (―) ―

計 112,191 25,103 17,110 5,476 159,882 (―) 159,882

  営業費用 107,975 23,840 16,323 5,333 153,471 3,231 156,703

  営業利益 4,216 1,263 786 143 6,410 (3,231) 3,179



  

(注)１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

    事業区分は製品及び販売市場等の類似性等を考慮の上、行っております。 

    (家庭品事業)  歯磨、歯刷子、洗濯用洗剤、台所用洗剤、柔軟剤 

    (薬品事業)   鎮痛解熱剤、点眼剤、外用消炎剤、貼付剤、栄養ドリンク剤、殺虫剤 

    (化学品事業)  界面活性剤、脂肪酸窒素化合物 

    (その他の事業) スパイス、ドレッシング、加工調味品、建設請負、建物等保守管理、輸送保管 

  ２ 営業費用の配賦方法等の変更 

    当中間連結会計期間より、従来配賦不能営業費用としてきた管理部門に係わる費用を各セグメントに負担させる方法に変

更しております。 

    平成16年末に取得した新規２事業(一般用医薬品新分野・韓国生活化学品事業)による事業構造変化は、平成17年度の事業

別セグメントにおける収益構造に大きな影響を与えました。熾烈なグローバル競争に勝ち残るため、各セグメントにおけ

る利益管理の強化が経営管理上、急務になっております。 

    当中間連結会計期間より、この経営の要請に応えるセグメント別のコスト管理機能の強化が新会計システムの導入により

達成できました。 

    そのため、従来配賦不能営業費用としていた管理部門に係わる費用を各セグメントに負担させる方法が、セグメント別の

経営成績の実情をより適正に反映させると判断し、この方法に変更しております。 

    なお、従来の方法によった場合は以下のとおりであります。 

    (従来の方法) 

  

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

家庭品 
事業 
(百万円) 

薬品事業 

(百万円) 

化学品
事業 
(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

  売上高     

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

114,282 23,636 16,074 9,301 163,295 ― 163,295

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

4 ― 3,960 2,660 6,625 (6,625) ―

計 114,287 23,636 20,034 11,961 169,920 (6,625) 163,295

  営業費用 114,346 22,083 20,158 12,045 168,633 (6,681) 161,952

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

△58 1,553 △123 △83 1,286 56 1,343

  

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

家庭品 
事業 
(百万円) 

薬品事業 

(百万円) 

化学品
事業 
(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

１ 売上高     

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

114,282 23,636 16,074 9,301 163,295 ― 163,295

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

― ― ― ― ― (―) ―

計 114,282 23,636 16,074 9,301 163,295 (―) 163,295

  営業費用 111,221 21,342 15,973 9,339 157,876 4,076 161,952

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

3,061 2,294 101 △37 5,419 (4,076) 1,343



    

(注)１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

    事業区分は製品及び販売市場等の類似性等を考慮の上、行っております。 

    (家庭品事業)  歯磨、歯刷子、洗濯用洗剤、台所用洗剤、柔軟剤 

    (薬品事業)   鎮痛解熱剤、点眼剤、外用消炎剤、貼付剤、栄養ドリンク剤、殺虫剤 

    (化学品事業)  界面活性剤、脂肪酸窒素化合物 

    (その他の事業) スパイス、ドレッシング、加工調味品、建設請負、建物等保守管理、輸送保管 

  ２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は6,910百万円であり、当社の総務部門、経理部門等

管理部門に係わる費用であります。 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

家庭品 
事業 
(百万円) 

薬品事業 

(百万円) 

化学品
事業 
(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

  売上高     

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

237,241 50,315 33,898 10,343 331,798 ― 331,798

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

― ― ― ― ― (―) ―

計 237,241 50,315 33,898 10,343 331,798 (―) 331,798

  営業費用 228,806 46,695 32,877 10,441 318,821 6,910 325,731

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

8,434 3,619 1,020 △97 12,977 (6,910) 6,066



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

  

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    アジア…中国、韓国、タイ 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    アジア…中国、韓国、タイ 

  

  
日本 
(百万円) 

アジア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

１ 売上高    

 (1) 外部顧客に対する売上高 141,811 18,070 159,882 ― 159,882

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

824 760 1,584 (1,584) ―

計 142,635 18,831 161,467 (1,584) 159,882

  営業費用 139,752 18,656 158,408 (1,704) 156,703

  営業利益 2,883 175 3,058 120 3,179

  
日本 
(百万円) 

アジア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

１ 売上高    

 (1) 外部顧客に対する売上高 141,905 21,390 163,295 ― 163,295

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

900 1,082 1,982 (1,982) ―

計 142,805 22,472 165,277 (1,982) 163,295

  営業費用 141,701 22,376 164,077 (2,125) 161,952

  営業利益 1,104 95 1,200 143 1,343



前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

  

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    アジア…中国、韓国、タイ 

  

  
日本 
(百万円) 

アジア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

１ 売上高    

 (1) 外部顧客に対する売上高 293,660 38,137 331,798 ― 331,798

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

1,559 1,498 3,058 (3,058) ―

計 295,220 39,636 334,856 (3,058) 331,798

  営業費用 289,500 39,363 328,863 (3,132) 325,731

  営業利益 5,720 272 5,992 73 6,066



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

  

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  ２ 各区分に属する主な国又は地域 

   (1) アジア…中国、韓国、タイ 

   (2) その他…欧州、米州、その他 

  ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  ２ 各区分に属する主な国又は地域 

   (1) アジア…中国、韓国、タイ 

   (2) その他…欧州、北米、その他 

  ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

  

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  ２ 各区分に属する主な国又は地域 

   (1) アジア…中国、韓国、タイ 

   (2) その他…欧州、北米、その他 

  ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  アジア その他 計 

１ 海外売上高(百万円) 18,862 1,722 20,584

２ 連結売上高(百万円) ― ― 159,882

３ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 11.8 1.1 12.9

  アジア その他 計 

１ 海外売上高(百万円) 22,971 1,973 24,944

２ 連結売上高(百万円) ― ― 163,295

３ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.1 1.2 15.3

  アジア その他 計 

１ 海外売上高(百万円) 41,194 3,849 45,044

２ 連結売上高(百万円) ― ― 331,798

３ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 12.4 1.2 13.6



(１株当たり情報) 

  

  

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額 365円40銭 １株当たり純資産額 388円05銭 １株当たり純資産額 384円60銭

１株当たり中間純利益 9円43銭 １株当たり中間純利益 6円24銭 １株当たり当期純利益 19円10銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
9円42銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
6円22銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
19円05銭

  (追加情報) 

 当中間連結会計期間から、改正

後の「１株当たり当期純利益に関

する会計基準」(企業会計基準委員

会 最終改正平成18年１月31日

企業会計基準第２号)及び「１株当

たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会

最終改正平成18年１月31日 企業

会計基準適用指針第４号)を適用し

ております。 

 これによる影響はありません。 

  

  
前中間連結会計期間末
(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年12月31日) 

中間連結貸借対照表の純資産
の部の合計額(百万円) 

― 112,955 ―

中間連結貸借対照表の純資産
の部の合計額と１株当たり純
資産額の算定に用いられた普
通株式に係る中間連結会計期
間末の純資産額との差額(百
万円) 

― 2,748 ―

(うち少数株主持分(百万円)) (―) (2,748) (―)

普通株式に係る純資産額 
(百万円) 

― 110,206 ―

普通株式の発行済株式数 
(千株) 

― 313,515 ―

普通株式の自己株式数(千株) ― 29,516 ―

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数 
(千株) 

― 283,999 ―



２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益  

中間(当期)純利益(百万円) 2,659 1,770 5,473

普通株主に帰属しない金額 
(百万円) 

― ― 77

(うち利益処分による役員
賞与金)(百万円) 

(―) (―) (77)

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(百万円) 

2,659 1,770 5,395

普通株式の期中平均 
株式数(千株) 

281,988 283,727 282,420

   

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

 

普通株式増加数(千株) 327 929 795

(うちストックオプション) 
(千株) 

(327) (929) (795)

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益の算

定に含めなかった潜在株式

の概要 

平成16年３月30日定時株

主総会決議ストックオプ

ション 

(新株予約権方式) 

平成17年３月30日定時株

主総会決議ストックオプ

ション 

(新株予約権方式) 

普通株式 8,092千株

普通株式 628千株

平成18年３月30日定時株

主総会決議ストックオプ

ション 

(新株予約権方式) 

普通株式 950千株

平成16年３月30日定時株

主総会決議ストックオプ

ション 

(新株予約権方式) 

普通株式 8,092千株



(重要な後発事象) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――― 当社は、企業価値向上に向けた経営

を目指し、平成17年より中期経営計

画(VIPⅡ09計画：Value Innovation 

Plan PartⅡ09)を展開しておりま

す。今般、今後の更なる「収益構造

の改革」の一環として、当社子会社

でありますライオンビルメンテナン

ス株式会社の全株式を業界最大手の

日本管財株式会社に譲渡することを

平成18年８月30日に決議し、株式譲

渡契約を締結いたしました。 

株式譲渡の主な内容は下記のとおり

であります。 

  

１ 株式の譲渡先 

  

２ 売却の時期 

 平成18年９月29日を予定してお

ります。 

  

３ 株式譲渡する子会社の概要 

発行済株式総数 800株 

大株主構成及び所有割合 

 ライオン株式会社(100％) 

従業員数 113名 

     (平成17年12月31日

現在) 

営業上の取引 

 建物等保守管理業務の委託 

設備の賃貸借等 

 事務所の一部賃貸 

  

なお、子会社異動による売却益を約

６億円計上する予定であります。 

名称 日本管財株式会社 

代表者 代表取締役社長  

福田 武 

本社 兵庫県西宮市 

六湛寺町９番16号 

資本金 3,000百万円 

設立 昭和40年10月 

売上高 43,763百万円 

(平成18年３月期) 

従業員 3,049名 

(平成18年３月31日現

在) 

名称 ライオンビルメンテ

ナンス株式会社 

住所 東京都墨田区本所 

一丁目３番７号 

資本金 40百万円 

売上高 33億円 

(平成17年12月期) 

――――― 

  

  

  

  

  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   15,368   13,579 11,678   

２ 受取手形 ※４ 9,561   7,416 10,098   

３ 売掛金   44,414   47,810 48,950   

４ 有価証券   ―   ― 500   

５ たな卸資産   18,808   18,722 17,189   

６ 繰延税金資産   2,449   3,515 2,785   

７ その他   3,574   3,737 3,992   

８ 貸倒引当金   △1,705   △1,663 △1,653   

流動資産合計    92,471 44.1 93,117 42.3   93,540 43.1

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産          

１ 建物 ※１ 14,321   12,740 14,106   

２ 機械及び 
  装置 

※１ 16,741   16,291 17,436   

３ 土地   11,747   10,932 11,463   

４ 建設仮勘定   1,382   884 687   

５ その他 ※１ 2,109   2,271 2,114   

有形固定 
資産合計 

  46,301   43,120 45,808   

(2) 無形固定資産          

１ 商標権   7,661   6,798 7,234   

２ その他   1,159   1,554 1,679   

無形固定 
資産合計 

  8,820   8,353 8,914   

(3) 投資その他の 
  資産 

         

１ 投資有価 
  証券 

  20,155   30,931 27,914   

２ 関係会社 
  株式 

  15,749   17,624 15,427   

３ 長期貸付金   8,958   8,520 8,731   

４ 前払年金費用   ―   6,748 3,727   

５ 繰延税金 
  資産 

  14,374   10,122 11,552   

６ その他   3,001   1,611 1,610   

７ 貸倒引当金   △135   △113 △211   

投資その他の 
資産合計 

  62,104   75,444 68,753   

固定資産合計    117,226 55.9 126,918 57.7   123,475 56.9

資産合計    209,698 100.0 220,036 100.0   217,016 100.0

           



    

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形 ※４ 530   879 849   

２ 買掛金   34,319   34,767 45,510   

３ コマーシャル 
  ペーパー 

  7,500   7,500 ―   

４ 未払費用   26,325   26,905 26,871   

５ 未払法人税等   149   156 308   

６ 預り金   ―   14,558 7,350   

７ 返品調整 
  引当金 

  510   775 788   

８ 販売促進 
  引当金 

  480   594 660   

９ その他   14,693   3,401 5,887   

流動負債合計    84,508 40.3 89,538 40.7   88,225 40.7

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金   6,000   6,000 6,000   

２ 退職給付 
  引当金 

  22,323   22,724 22,660   

３ 役員退職 
  慰労引当金 

  794   298 849   

４ その他   2,588   2,631 2,461   

固定負債合計    31,706 15.1 31,654 14.4   31,971 14.7

負債合計    116,214 55.4 121,193 55.1   120,196 55.4

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    34,433 16.4 ― ―   34,433 15.9

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   31,499   ― 31,499   

２ その他資本 
  剰余金 

  58   ― 85   

資本剰余金 
合計 

   31,557 15.0 ― ―   31,584 14.5

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   5,551   ― 5,551   

２ 任意積立金   29,028   ― 29,028   

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

  5,100   ― 5,073   

利益剰余金 
合計 

   39,681 19.0 ― ―   39,654 18.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

   4,875 2.3 ― ―   7,590 3.5

Ⅴ 自己株式    △17,065 △8.1 ― ―   △16,443 △7.6

資本合計    93,483 44.6 ― ―   96,819 44.6

負債及び資本 
合計 

   209,698 100.0 ― ―   217,016 100.0

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    ― ― 34,433 15.6   ― ―

２ 資本剰余金          

(1) 資本準備金   ―   31,499 ―   

(2) その他 
  資本剰余金 

  ―   91 ―   

資本剰余金合計    ― ― 31,591 14.4   ― ―

３ 利益剰余金          

(1) 利益準備金   ―   5,551 ―   

(2) その他 
  利益剰余金 

         

圧縮記帳 
積立金 

  ―   894 ―   

配当積立金   ―   2,365 ―   

研究開発 
積立金 

  ―   830 ―   

特別償却 
準備金 

  ―   25 ―   

別途積立金   ―   26,280 ―   

繰越利益 
剰余金 

  ―   4,738 ―   

利益剰余金合計    ― ― 40,684 18.5   ― ―

４ 自己株式    ― ― △16,210 △7.4   ― ―

株主資本合計    ― ― 90,499 41.1   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ―   8,343 ―   

評価・換算差額 
等合計 

   ― ― 8,343 3.8   ― ―

純資産合計    ― ― 98,842 44.9   ― ―

負債純資産合計    ― ― 220,036 100.0   ― ―

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   130,228 100.0 126,839 100.0 270,894 100.0 

Ⅱ 売上原価   62,402 47.9 60,902 48.0 131,210 48.4 

売上総利益   67,825 52.1 65,936 52.0 139,684 51.6 

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

  66,460 51.0 65,781 51.9 136,777 50.5 

営業利益   1,365 1.1 155 0.1 2,907 1.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 3,296 2.5 3,482 2.7 4,107 1.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 243 0.2 298 0.2 560 0.2 

経常利益   4,418 3.4 3,339 2.6 6,453 2.4 

Ⅵ 特別利益 ※３ 256 0.2 2,540 2.0 838 0.3 

Ⅶ 特別損失 ※４ 194 0.2 3,182 2.5 1,066 0.4 

税引前中間 
(当期)純利益 

  4,480 3.4 2,698 2.1 6,225 2.3 

法人税、住民 
税及び事業税 

  20   20 41     

法人税等 
調整額 

  903 923 0.7 183 203 0.1 1,526 1,568 0.6 

中間(当期) 
純利益 

  3,556 2.7 2,494 2.0 4,657 1.7 

前期繰越利益   1,544 ― 1,544   

中間配当額   ― ― 1,128   

中間(当期) 
未処分利益 

  5,100 ― 5,073   

          



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年12月31日残高(百万円) 34,433 31,499 85 31,584 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当         

 役員賞与金の支給         

 中間純利益         

 自己株式の取得         

 自己株式の処分     6 6 

 圧縮記帳積立金の取崩         

 配当積立金の積立         

 特別償却準備金の取崩         

 別途積立金の積立         
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)         

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― 6 6 

平成18年６月30日残高(百万円) 34,433 31,499 91 31,591 

  

株主資本 

利益剰余金 

利益準備金 
その他利益剰余金 

利益剰余金
合計 圧縮記帳 

積立金 
配当
積立金 

研究開発
積立金 

特別償却
準備金 

別途
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成17年12月31日残高(百万円) 5,551 1,371 2,305 830 42 24,480 5,073 39,654 

中間会計期間中の変動額                 

 剰余金の配当             △1,417 △1,417 

 役員賞与金の支給             △46 △46 

 中間純利益             2,494 2,494 

 自己株式の取得                 

 自己株式の処分                 

 圧縮記帳積立金の取崩   △476         476   

 配当積立金の積立     60       △60   

 特別償却準備金の取崩         △17   17   

 別途積立金の積立           1,800 △1,800   
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)                 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― △476 60 ― △17 1,800 △335 1,030 

平成18年６月30日残高(百万円) 5,551 894 2,365 830 25 26,280 4,738 40,684 



  

  

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
  自己株式 株主資本合計

その他
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成17年12月31日残高(百万円) △16,443 89,228 7,590 7,590 96,819 

中間会計期間中の変動額           

 剰余金の配当   △1,417     △1,417 

 役員賞与金の支給   △46     △46 

 中間純利益   2,494     2,494 

 自己株式の取得 △99 △99     △99 

 自己株式の処分 333 339     339 

 圧縮記帳積立金の取崩           

 配当積立金の積立           

 特別償却準備金の取崩           

 別途積立金の積立           
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)     752 752 752 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 233 1,270 752 752 2,023 

平成18年６月30日残高(百万円) △16,210 90,499 8,343 8,343 98,842 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 資産の評価基準及び
評価方法 

たな卸資産 
 商品・製品…… 
  先入先出法による原価
法 

 原材料・仕掛品・ 
 貯蔵品… 
  移動平均法による原価
法 

たな卸資産 
同左 
  

たな卸資産 
同左 
  

  有価証券 
 満期保有目的の債券…… 
  償却原価法(定額法) 
 子会社株式及び関連会社
株式 
  移動平均法による原価

法 
 その他有価証券 
  時価のあるもの…… 
   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法 
   (評価差額は全部資

本直入法により処理
し、売却原価は移動
平均法により算定) 

  
  時価のないもの…… 
   移動平均法による原

価法 

有価証券 
 満期保有目的の債券…… 

同左 
 子会社株式及び関連会社
株式 

同左 
  
 その他有価証券 
  時価のあるもの…… 
   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法 
   (評価差額は全部純

資産直入法により処
理し、売却原価は移
動平均法により算
定) 

  時価のないもの…… 
   移動平均法による原

価法 

有価証券 
 満期保有目的の債券…… 

同左 
 子会社株式及び関連会社
株式 

同左 
  
 その他有価証券 
  時価のあるもの…… 
   決算日の市場価格等

に基づく時価法 
   (評価差額は全部資

本直入法により処理
し、売却原価は移動
平均法により算定) 

  
  時価のないもの…… 
   移動平均法による原

価法 

２ 固定資産の減価償却
の方法 

有形固定資産 
 定率法 
 なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。 
 建物及び構築物 

３年～50年 
 機械及び装置 

７年、９年、11年 

有形固定資産 
同左 

  

有形固定資産 
同左 
  

  無形固定資産 
 定額法 
 なお、ソフトウェア(自社
利用分)については、社内に
おける利用可能期間(５年)
に基づく定額法によってお
ります。 

無形固定資産 
同左 
  

無形固定資産 
同左 

  

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 
 一般債権については、貸
倒実績率による計算額を、
貸倒懸念債権等特定の債権
については、個別に回収可
能性を検討し回収不能見込
額を計上しております。 
  

貸倒引当金 
同左 
  

貸倒引当金 
同左 
  

  返品調整引当金 
 商品・製品の中間決算日
後の返品に備えるため、返
品による損失見込額を計上
しております。 

返品調整引当金 
同左 

返品調整引当金 
 商品・製品の期末日後の
返品に備えるため、返品に
よる損失見込額を計上して
おります。 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  販売促進引当金 

 当中間会計期間売上にか

かわる割戻金等の将来の支

払いに充てるため、代理

店・販売店への当中間会計

期間売上高に対して取引契

約に基づく割戻金等の支払

見積額を計上しておりま

す。 

  

販売促進引当金 

同左 

  

販売促進引当金 

 当期売上にかかわる割戻

金等の将来の支払いに充て

るため、代理店・販売店へ

の当期売上高に対して取引

契約に基づく割戻金等の支

払見積額を計上しておりま

す。 

  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

 過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により

発生年度から費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間による定額法に

より、翌期から費用処理す

ることとしております。 

退職給付引当金 

同左 

  

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

期末において発生している

と認められる額を計上して

おります。 

 過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により

発生年度から費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間による定額法に

より、翌期から費用処理す

ることとしております。 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく当中間会計

期間末支給見積額を計上し

ております。 

役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく当中間会計

期間末支給見積額を計上し

ております。 

 なお、株式報酬型ストッ

クオプションの導入に伴

い、平成18年３月30日以降

新たな引当を停止しており

ます。 

役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく期末支給見

積額を計上しております。 

４ 外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

同左  外貨建金銭債権債務は期

末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

５ リース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

６ その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等と仮

受消費税等は相殺して、中

間貸借対照表の流動負債そ

の他に含めて表示しており

ます。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっておりま

す。 

  



会計方針の変更 
  

  
  

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は変更ありません。 

 中間財務諸表等規則の改正による

中間貸借対照表の表示に関する変更

は以下のとおりであります。 

１ 従来の「資本の部」は、当中間

会計期間から「純資産の部」と

なり、「純資産の部」は「株主

資本」及び「評価・換算差額

等」に分類して表示しておりま

す。 

２ 従来独立掲記しておりました

「資本金」、「資本剰余金」、

「利益剰余金」及び「自己株

式」は当中間会計期間において

は「株主資本」の内訳科目とし

て表示しております。 

３ 従来「資本剰余金」の「その他

資本剰余金」は内訳科目を表示

しておりましたが、当中間会計

期間から一括して表示しており

ます。 

４ 従来「利益剰余金」の内訳科目

として表示しておりました「任

意積立金」は当中間会計期間か

ら「その他利益剰余金」の内訳

科目として表示しております。

なお、本改正により従来の「任

意積立金」は廃止されておりま

す。 

５ 従来「利益剰余金」の内訳科目

として表示しておりました「当

期(中間)未処分利益」は、当中

間会計期間から「その他利益剰

余金」の内訳科目である「繰越

利益剰余金」として表示してお

ります。 

６ 従来「利益剰余金」の次に表示

しておりました「その他有価証

券評価差額金」は、当中間会計

期間から「評価・換算差額等」

の内訳科目として表示しており

ます。 

―――――― 

  

  

  

  

  



表示方法の変更 

  

  

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

(中間貸借対照表関係) 

 前中間会計期間末まで無形固定資産の「その他」に

含めて表示しておりました「商標権」については、当

中間会計期間から区分掲記することといたしました。 

 なお、前中間会計期間末の「商標権」は、1,480百万

円であります。 

(中間貸借対照表関係) 

１ 前中間会計期間末まで投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「前払年金費用」

については、当中間会計期間から区分掲記すること

といたしました。なお、前中間会計期間末の「前払

年金費用」は、1,367百万円であります。 

２ 前中間会計期間末まで流動負債の「その他」に含

めて表示しておりました「預り金」については、当

中間会計期間から区分掲記することといたしまし

た。なお、前中間会計期間末の「預り金」は、9,983

百万円であります。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資 
   産減価償却 
   累計額 

126,792百万円
※１ 有形固定資
   産減価償却 
   累計額 

123,662百万円
※１ 有形固定資
   産減価償却 
   累計額 

127,343百万円

 ２ 保証債務  ２ 保証債務  ２ 保証債務 

 (注) 上記保証債務は、保証先の

借入金に対するものであり

ます。 

保証先 保証債務額
(百万円) 

獅王家庭用品(国際) 
有限公司 17

獅王工業股份有限公司 192

獅王日用化工(青島) 
有限公司 714

ピーティーライオン 
ウイングス 1,752

CJライオン㈱ 85

従業員 705

計 3,467

 (注) 上記保証債務は、保証先の

借入金に対するものであり

ます。 

保証先
保証債務額
(百万円) 

獅王家庭用品(国際)
有限公司 3

獅王工業股份有限公司 194

獅王日用化工(青島)
有限公司 829

ピーティーライオン
ウイングス 2,236

CJライオン㈱ 1,031

従業員 500

計 4,795

 (注) 上記保証債務は、保証先の

借入金に対するものであり

ます。 

  

保証先
保証債務額 
(百万円) 

獅王家庭用品(国際)
有限公司 18 

獅王工業股份有限公司 198 

獅王日用化工(青島)
有限公司 750 

ピーティーライオン
ウイングス 1,940 

CJライオン㈱ 772 

従業員 606 

計 4,286 

 ３ 受取手形裏書譲渡高 

31百万円

 ３ 受取手形裏書譲渡高 

32百万円

 ３ 受取手形裏書譲渡高 

44百万円

―――――― ―――――― 

※４ 当事業年度末日満期手形の会

計処理は手形交換日をもって

決済処理しております。した

がって、当事業年度末日が金

融機関の休日であったため、

次のとおり当事業年度末日満

期手形が当事業年度末残高に

含まれております。 

   

   

 受取手形 2,379百万円

支払手形 112百万円



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの 

  百万円

受取利息 63

受取配当金 2,799

  百万円

受取利息 59

受取配当金 3,010

  百万円

受取利息 126

受取配当金 3,149

※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの 

  百万円

支払利息 124

たな卸資産処分損 106

  百万円

支払利息 135

たな卸資産処分損 99

  百万円

支払利息 250

たな卸資産処分損 239

※３ 特別利益のうち重要なもの ※３ 特別利益のうち重要なもの ※３ 特別利益のうち重要なもの 

  百万円

九州工場売却益 232

  百万円

名古屋オフィス
売却益 

452

両国ビル、
両国ビル別館売却益

1,277

大阪オフィス等
売却益 

683

  百万円

福岡支社売却益 525

九州工場売却益 232

※４ 特別損失のうち重要なもの ※４ 特別損失のうち重要なもの ※４ 特別損失のうち重要なもの 

  百万円

機械及び装置処分損 106

  百万円

工場閉鎖費用 1,530

早期退職制度
関連費用 

947

関係会社株式評価損 205

機械及び装置処分損 142

  百万円

機械及び装置処分損 293

土地売却損 150

子会社株式評価損 322

子会社整理損 108

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

 百万円

有形固定資産 2,906

無形固定資産 503

 百万円

有形固定資産 2,902

無形固定資産 607

 百万円

有形固定資産 6,322

無形固定資産 1,004



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

(注) １ 当中間会計期間増加株式数は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２ 当中間会計期間減少株式数は、単元未満株式の買増しによる減少50,079株ならびにストックオプションの権利行使によ

る減少608,000株であります。 

  

  
前事業年度末株式数 

(株) 
当中間会計期間
増加株式数(株) 

当中間会計期間
減少株式数(株) 

当中間会計期間末 
(株) 

普通株式(注)１、２ 30,039,865 134,523 658,079 29,516,309



(リース取引関係) 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  
取得価額 
相当額   

減価償却 
累計額 
相当額 

  
中間会計
期間末残
高相当額

 百万円  百万円  百万円

車輌及び 
運搬具 

56  21  35

工具器具 
及び備品 

1,036  497  539

ソフト 
ウェア 

116  70  46

合計 1,210  589  621

  
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間会計
期間末残
高相当額

 百万円 百万円 百万円

車輌及び 
運搬具 

61 17 44

工具器具 
及び備品 

1,094 581 513

ソフト 
ウェア 

109 86 23

合計 1,266 685 580

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額 

  
期末残高 
相当額 

百万円 百万円  百万円

車輌及び

運搬具 
68 28  40

工具器具

及び備品 
995 502  492

ソフト

ウェア 
109 75  34

合計 1,173 606  567

なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間会計期間末残高

が有形固定資産の中間会計期間

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。 

同左 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

２ 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

２ 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  百万円

１年以内 250

１年超 371

合計 621

  百万円

１年以内 258

１年超 322

合計 580

  百万円

１年以内 250

１年超 316

合計 567

なお、未経過リース料中間会計

期間末残高相当額は、未経過リ

ース料中間会計期間末残高が有

形固定資産の中間会計期間末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定して

おります。 

同左 なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定してお

ります。 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

  百万円

支払リース料 194

減価償却費相当額 194

  百万円

支払リース料 139

減価償却費相当額 139

  百万円

支払リース料 336

減価償却費相当額 336

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。 

なお、当中間会計期間は減損損失は

ありません。 

(減損損失について) 

同左 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。 



(有価証券関係) 

１ 前中間会計期間末(平成17年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

２ 当中間会計期間末(平成18年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

３ 前事業年度末(平成17年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

種類 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

関連会社株式 66 1,058 992

種類 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

関連会社株式 66 907 841

種類 
貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

関連会社株式 66 992 926



(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

―――――― 当社は、企業価値向上に向けた経営

を目指し、平成17年より中期経営計

画(VIPⅡ09計画：Value Innovation 

Plan PartⅡ09)を展開しておりま

す。今般、今後の更なる「収益構造

の改革」の一環として、当社子会社

でありますライオンビルメンテナン

ス株式会社の全株式を業界最大手の

日本管財株式会社に譲渡することを

平成18年８月30日に決議し、株式譲

渡契約を締結いたしました。 

株式譲渡の主な内容は下記のとおり

であります。 

  

１ 株式の譲渡先 

  

２ 売却の時期 

 平成18年９月29日を予定してお

ります。 

  

３ 株式譲渡する子会社の概要 

発行済株式総数 800株 

大株主構成及び所有割合 

 ライオン株式会社(100％) 

従業員数 113名 

     (平成17年12月31日

現在) 

営業上の取引 

 建物等保守管理業務の委託 

設備の賃貸借等 

 事務所の一部賃貸 

  

なお、子会社異動による売却益を約

６億円計上する予定であります。 

名称 日本管財株式会社 

代表者 代表取締役社長  

福田 武 

本社 兵庫県西宮市 

六湛寺町９番16号 

資本金 3,000百万円 

設立 昭和40年10月 

売上高 43,763百万円 

(平成18年３月期) 

従業員 3,049名 

(平成18年３月31日現

在) 

名称 ライオンビルメンテ

ナンス株式会社 

住所 東京都墨田区本所 

一丁目３番７号 

資本金 40百万円 

売上高 33億円 

(平成17年12月期) 

―――――― 

  

  

  

  

  



(2) 【その他】 

平成18年８月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

  

(1) 中間配当による配当金の総額 1,419,995,185円

(2) １株当たり中間配当額 5円

(3) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成18年９月５日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第145期) 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

  
平成18年３月31日 
関東財務局長に提出。 

      
(2) 
  
  

有価証券届出書 
及びその添付書類 
  

信託型ライツプラン導入のための
新株予約権の発行によるものであ
ります。 

  
平成18年２月６日 
関東財務局長に提出。 
  

      
(3) 
  
  
  

臨時報告書 
  
  
  

企業内容等の開示に関する内閣府
令第19条第２項第２号の２(新株予
約権の付与)の規定に基づく臨時報
告書であります。 

  

平成18年３月31日 
関東財務局長に提出。 
  
  

      
(4) 
  

半期報告書の 
訂正報告書 

第145期中(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)の半期報告
書の訂正報告書であります。 

  平成18年８月25日 
関東財務局長に提出。 

      
(5) 
  
  

有価証券報告書の 
訂正報告書 
  

第145期(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)の有価証券
報告書の訂正報告書であります。 

  
平成18年８月25日 
関東財務局長に提出。 
  

      
(6) 
  

臨時報告書の 
訂正報告書 

平成18年３月31日に提出した臨時
報告書の訂正報告書であります。 

  
平成18年４月13日 
関東財務局長に提出。 

      
(7) 
  
  
  
  

有価証券届出書の 
訂正届出書 
  
  
  

平成18年２月６日に提出した有価
証券届出書の訂正届出書でありま
す。 

  
  

  

平成18年３月31日 
関東財務局長に提出。 
  
  
  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年９月13日

ライオン株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているライオ

ン株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年１月１日から平

成17年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ライオン株式会社及び連結子会社の平成17年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  松  村  俊  夫  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  坂  倉  正  志  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  多  田     修  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年９月11日

ライオン株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているライオ

ン株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年１月１日から平

成18年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ライオン株式会社及び連結子会社の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」の営業費用の配賦方法等の変更に記載のとおり、従来配賦不能営

業費用としてきた管理部門に係わる費用を各セグメントに負担させる方法へ変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  矢  部  雅  弘  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  田  中  宏  和  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年９月13日

ライオン株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているライオ

ン株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第145期事業年度の中間会計期間(平成17年１月１日から平

成17年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ライオン株式会社の平成17年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年１月１日

から平成17年６月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  松  村  俊  夫  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  坂  倉  正  志  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  多  田     修  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年９月11日

ライオン株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているライオ

ン株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第146期事業年度の中間会計期間(平成18年１月１日から平

成18年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ライオン株式会社の平成18年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成18年１月１日

から平成18年６月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  矢  部  雅  弘  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  田  中  宏  和  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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